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軍
閥
統
治
時
期

(
一
九

一
四
～

一
九
二
六
)

の

湖
南
農
村
社
会
経
済
の
地
域
史
的

一
考
察

農
村
と
農

民
の
問
題
を
中
心
に

は
じ
め
に

一
、
湖
南
農
村
地
域
の
構
造
的
特
質

の
人
口
問
題

口
土
地
問
題

日
経
済
問
題

二
、
農
民

の
反
応

お
わ
り
に

金

勝

一

は

じ

め

に

清
末
以
来
中
国
の
経
済
発
展
に
影
響
を
与
え
た
要
因
に
は
二
つ
が
あ
る
。
第

一
は
外
国
人
の
侵
略
に
対
抗
し
て
起
こ
る
中
国
民
族
の
覚
醒
及
び

抵
抗
意
識

の
高
揚
で
あ
り
、
第
二
は
封
建
経
済
の
矛
盾
を
改
革
し
よ
う
と
し
た
努
力
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
経
済
発
展
は
、
列
強
の
継

続
的
侵
略
と
国
内
政
情
の
不
安
定

の
た
め
、
限
界
が
あ

っ
た
。
第

一
次
世
界
大
戦
勃
発
以
後
、
中
国
の
経
済
は
加
速
的
な
発
展
の
機
会
を
迎
え
た

が
そ
の
発
展
に
も
依
然
限
界
が
あ

っ
た
。
当
時
の
発
展
は
部
分
的
な
発
展
で
あ

っ
て
、
整
体
的
、
調
和
的
な
発
展
で
は
な

か

っ
た
。
従

っ
て
、
こ

の
よ
う
な
発
展
は
む
し
ろ
社
会
経
済
的
矛
盾
だ
け
を
も
た
ら
し
た
。
特
に

一
次
大
戦
の
終
息
と
同
時
に
起
こ
っ
た
列
強
の
再
侵
略
と
軍
閥
の
内
戦

は
さ
ら
に
多
く
の
問
題
を
発
生
さ
せ
、
中
国
の
社
会
経
済
的
停
滞
を
も
た
ら
し
た
。
そ
の
よ
う
な
弊
害
は
特
に
農
村
で
顕
著
に
現
わ
れ
た
。
従

っ



て
本
稿
で
は
湖
南
農
村
を
中
心
と
し
て
民
国
初
期
の
中
国
農
村
の
社
会
経
済
的
実
相
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

る
。

　
ユ

　

こ
れ
ま

で
の
中
国
軍
閥
に
つ
い
て
の
研
究
成
果
は
豊
富
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
研
究
成
果
は
ほ
と
ん
ど
人
物

の
伝
記
及

び
政
治

・
軍
事
方
面
に

偏
重
し
て
お
り
、
軍
閥
時
期
の
社
会
経
済
的
問
題
及
び
各
地
域
の
軍
閥
の
特
性
と
そ
の
影
響
に
つ
い
て
の
研
究
は
依
然
不

足
し
て
い
る
。

一
方
、

一
九
三
〇
年
代
初
頭
に
イ
ギ
リ
ス
の
経
済
学
者

空
R
i
c
h
a
r
d
 
H
e
n
r
y
 
T
a
w
n
e
y

氏
が

「中
国
の
農
村
問
題
は
以
後
中
国
の
進
路
を
決
定
す

る
重
要
要
因
に
な
る
で
あ

ろ
う
。」
と
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
中
国
農
村
と
農
民
の
問
題
に
対
す
る
正
確
な
認
識
は
、
中
国
現
代
の
社
会

・
経

済

・
政
治
等
す
べ
て
の
現
象
を
理
解
す
る
為

の
必
要
条
件
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ま
で
、
こ
の
よ
う
な
中
国
の
農

村

・
農
民
の
問
題
に
対

す
る
見
解

は
、
社
会
経
済
制
度
の
矛
盾
か
ら
把
握
し
よ
う
と
す
る
日
本
や
中
国
の
学
者
の
見
解
と
、
農
業
技
術
の
立
ち

遅
れ
か
ら
把
握
し
よ
う
と

　
　

　

す
る
米
国

や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
学
者
の
見
解
と
に
分
け
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
大
部
分
は
農
業
経
済
学
、
社
会
学

及
び
農
学
的
な
視
点
か
ら

研
究
し
た
も
の
で
、
中
国
現
代
化
の
過
程
に
お

い
て
、
中
国
農
村
が
持

っ
て
い
る
社
会
経
済
的
力
量
に
対
す
る
研
究
は
不
足
し
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

従

っ
て
、
私
は
民
国
以
後

の
湖
南
農
村

の
社
会
経
済
的
状
況
の
分
析
を
通
じ
、
当
時
の
中
国
農
村
及
び
農
民

の
歴
史
的
役
割
を
考
え
て

見
る
こ
と

に
す
る
。

　
ヨ

　

湖
南
は
古
く
か
ら
の
中
国
の
重
要
な
穀
倉
地
帯

の

一
つ
で
あ
り
、
ま
た
農
民
が
全
省
人

口
の
九
六

・
五
%
を
占
め
、
湖
南
農
村

の
研
究
は
他
の

　
る

　

省
の
農
村

状
況
を
理
解
す
る
う
え
で
も
重
要
な
代
表
的
省
と

い
う

こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
軍
閥
統
治
時
期
の
湖
南
農
村
で
は
重
大
な
変
化
が
起
こ

っ
た
の
で
、
当
時
の
社
会
経
済
の
複
雑
な
状
況
下
で
台
頭
す
る
農
民
各
階
層
間
の

相
互
作
用
及
び

一
九
二
〇
年
代
の
農
民
の
対
応
を
理
解
す
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
と
思
う
。

一
方
、
湖
南
は
中
国
近
現
代
史
上
で
、
維
新
と
保

守

・
革
命

と
反
革
命

の
対
立
が
う
ず
ま
く
地
域
で
あ
り
、
太
平
天
国

・
戊
戌
変
法

・
辛
亥
革
命
運
動

・
軍
閥
の
興
衰

・
農
民
運
動
等

の
中
心
的
地

域
で
も
あ

っ
た
か
ら
、
中
国
現
代
化

の
過
程
を

一
番
よ
く
考
察
し
う
る
と
思
わ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
本
稿
は
、
湖
南
農
村
を
中
心
と
し
て
、
辛
亥
革
命
以
後
の
軍
閥

・
地
主
中
心

の
支
配
体
制
と
封
建
的
生
産
関
係
の
下
で
現
わ

れ
る
中
国
農
村
の
諸
変
化
状
況
を
把
握
し
、
そ
の
変
化
に
対
応
す
る
農
民
の
反
応
を
考
察
し
、
当
時
の
中
国
の
農
村
問
題
及
び
そ
の
発
展
方
向
に

つ
い
て
分
析
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
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農
村
の
主
要
問
題

人
口
問
題

農
村
の
人
口
と
土
地
問
題
は
農
村
社
会
の
生
活
様
式
と
そ
の
発
展
過
程
を
決
定
す
る
重
要
な
要
素
で
あ
る
。
B
u
c
k教
授
は
、
農
村
人
口
に
つ

い
て
、
「
農
村
人
口
は
農
事
方
式
と
農
民

の
生
活
水
準
の
高
低
を
決
定
す
る
。
な
ぜ
な
ら
農
民
の
満
足
と
安
楽
は

一
定
の
生
産
物
の
分
配
に
よ
っ

て
決
定
さ
れ
る
が
、
そ
の
分
配
は
農
民
の
人

口
に
よ

っ
て
変
化
す
る
た
め
で
あ
る
。
ま
た
、
農
村
人
口
は
農
村
の
安
寧
と
秩
序
に
も
影
響
を
及
ぼ

　
う

　

す
。
即
ち
、
農
村
人
口
が
農
村
で
の
必
要
な
労
働
力
を
超
過
す
る
時
、
そ
の
残
り
の
人
数
は
土
匪
に
な
る
た
め
で
あ
る
。
」

人
口
問

題
は
、
こ
れ
ら
の
問
題
の
外
に
も
、
そ
の
他
の
状
況
と
も
関
係
を
持
ち
、
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
。
即
ち
、
湖
南
省

で
は
軍
閥
統
治
時

期
に
は

い
っ
て
か
ら
、
農
村
人
口
に
大
き
な
変
化
が
起
こ

っ
て
、
人

口
問
題
が
湖
南
農
村
経
済
と
社
会
秩
序
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。

一
九

一

六
年
湖
南

の
農
村
人
口
は
全
省
人
口
の
九
六

・
五
%
を
占
め
た
。
そ
の
比
率
は
全
国
各
省
中

一
番
高
く
、
湖
南
人
口
の
ほ
と
ん
ど
が
農
民
で
あ

っ

た
こ
と
が
分
か
疑
・
湖
南

の
人
。
密
度
は
・
猛
一可
禎
氏
の
民
国
九
年
調
査
に
よ
る
と
、
鴛

当
た
り
三
四

天

で
あ
っ
た

。
こ
れ
は
全
国
各
省
中

で
江
蘇
省

に
次
い
で
高

い
。

一
方
、
毎
歴
当
た
り
の
耕
地
人
口
密
度
と
農
民
密
度
は
、
表

一
の
よ
う
に
、
全
国
で
最
高
で
あ

っ
た
。
陳
正
謀
氏
の

　
　

　

統
計
数
字
は
正
し
く
な
い
と
評
価
す
る
学
者
も

い
る
が
、
当
時

の
人
口
密
度
の
状
況
を
理
解
す
る
う
え
で
、
依
然
重
要
な
資
料
だ
と
思
う
。
こ
の

統
計
は
ま
た
、
本
研
究
が
対
象
と
す
る
統
計
で
は
な
い
が
、
そ
の
間
の
正
確
な
統
計
資
料
が
な
い
以
上
、
本
統
計
に
よ

っ
て
当
時

の
人
口
状
況
の

大
略
を
推
測
す
る
こ
と
も
重
要
だ
と
思
う
。
表

一
の
統
計
を
見
る
と
、
湖
南
が

一
方
哩
の
耕
地
面
積
当
り
の
人
口
密
度
が
廣
東
に
次
い
で
高
く
、

農
民
密
度
は
全
国
中

一
番
高

い
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

湖
南
省
内
の
冬
地
区
の
人
口
分
布
は
、
自
然
的
条
件
に
よ
っ
て
差
異
が
あ
る
。
次
の
湖
南
人
口
密
度
図
を
見
る
と
、
そ

の
状
況
を
理
解
で
き
る
。

(参
考
表

一
)
即
ち
、
湘

・
資

∴
侃
江
流
域

の
人
口
は
比
較
的
稠
密
で
あ
り
、
こ
れ
ら
流
域
の
十
五
県
の
人
口
は
全
省
人

口
の
三
六
%
を
占
め
て

い
る
。
澄
水
流
域
及
び
洞
庭
湖
盆
地
の
人
口
密
度
が
、
そ
れ
に
次

い
で
い
る
。
そ
の
周
辺
の

一
〇
県
の
人
口
は
、
約
そ
の
全
省
人
口
の

一
四
%
を

　
　

　

占
め
て
い
る
に
す
ぎ
な

い
。
全
省
七
五
県
中
、
上
述
し
た
二
五
県
の
人
口
が
、
全
省
人
口
の
約
そ
の
半
ば
を
占
め
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
地
域
は
、

肥
沃
な
土

地
、
温
和
な
気
候
と
充
分
な
降
雨
量
等
の
自
然
条
件
に
恵
ま
れ
、
農
業
が
発
達
し
た
。
さ
ら
に
河
川
交
通
の
発

達
は
外
地
人
を
到
来
さ

せ
、
人
口
稠
密
地
域
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
湘
西
及
び
湘
南
の
山
岳
地
域
の
三

一
県
は
平
均
人
口
密
度
が
毎
市
方
哩
二
一二
人
で
、
上
述
し
た
二
つ

一m一



表1各 省人口密度及農民密度

1方 哩耕地

農 民 密 度

1方 哩耕地

人 口 密 度
省 別

939

1204

1003

702

936

1240

1139

1833

1453

1171

1756

1621

1833

1171

1286

2007

1081

1405

1204

844

1277

1621

1621

2810

2218

1756

2035

2218

3011

1756

1900

2810

北

東

南

西

西

蘇

徽

西

北

川

江

建

東

州

河

山

河

山

陳

江

安

江

湖

四

断

福

廣

貴

14省平均

湖 南

資料 來 源:陳 正 謀,「 我 國 人 口之 研 究 」,

『統 計 月 報』第14號
,民 國22年11月12月 合

刊 。 再 編

図11917年 湖南省人口密度

11偲

、

灘
融
、㍑

-
-

日

。

「

川-
診

じ
ノ

の
よ
コ
ご

な

し

コ

し

ノ
く
ど

り
　　

ロゼ
ユ
コ

②

ハ

で
.旨

.邸

齢

蝋

滑
謂

「
資料来源:湖 南近百年大事記述

1980年版 ・P.387

「湖南省名懸L地 面積、人月統
計表」

腿

・・
川

倣
麗

鍬

口
團

⑱

　 哩
目

錘
39

朝
翻

弥

毎
口

㌫

ハい
　

の
地
域

の
平
均
人
口
密
度
五
九
人

・
四
三
人
と
比
較
す
れ
ば
、
そ
の
差

の
大
き
さ
が
分
か
る
。
そ
の
原
因
は
、
土
地
の
傾
斜
と
潅
概
施
設

の
欠
乏

等
、
不
利
な
自
然
条
件
と
関
係
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　

　

一
方
、
湘

・
資
江
流
域
の
平
野
部
と
洞
庭
湖
盆
地

へ
の
人
口
集
中
現
象
は
、
農
民
の
土
地
所
有
欲
が
特
に
強
か

っ
た
事
実
と
も
関
係
が
深
い
。

即
ち
、
そ
れ
は
北
伐
以
前
、
湖
南
農
民
の

一
人
当
た
り
分
配
耕
地
が
二

・
五
畝
、
平
均
家
族
数
を
五
人
と
す
れ
ば
、
農
家

一
戸
の
耕
地
面
積
は

一

へ
ね

ヒ

○
畝
内
外

に
過
ぎ
な
か

っ
た
事
実
で
分
か
る
。
当
時
中
国
南
部
の

=
二
省

の
農
家

一
戸
の
平
均
耕
地
面
積
で
あ
る

一
七

二
二
畝
と
比
較
す
れ
ば
、

そ
の
所
有
面
積
は
非
常
に
少
な
か

っ
た
。
こ
の
よ
う
な
問
題
の
根
本
原
因
は
、
自
然
耕
地
面
積
が
狭
か

っ
た
と

い
う
こ
と
と
、
さ
ら
に
重
要
な
原

因
は
上
述

し
た
人
口
密
度
の
偏
り
に
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

人
口
密
度
は
人
口
の
増
加
と
も
密
接
に
関
係
す
る
。
し
か
し
、
湖
南
省
は
人
口
密
度
が
高

い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

一
九

一
〇
年
以
後

の
人
口
増

加
は
む
し

ろ
非
常
に
緩
や
か
で
あ

っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
は
表
二
か
ら
知
ら
れ
る
。

一
九

一
〇
年
か
ら

一
九
二
九
年
ま
で
の
増
加
率
と
減
少
率

の
変
化
は
大
き

い
。
だ
が
、
ま
た
こ
の
全
時
期
の
人
口
数

の
差
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
な
い
。
人
口
増
加
を
阻
害
し
た
要
素
に
は
三

つ
が
あ
る
。
第

一
は
天
災

の
影
響

で
あ
る
。

一
九

一
四
年
か
ら

一
九
二
四
年
の
間
、
湖
南
の
天
災
は
特
に
甚
だ
し
か

っ
た
。
そ
の
状
況

は
表
三
の
よ
う
に

一
九

一
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表2各 年人口借数数

年代

1910

1912

1916

1917

1920

1925

1928

1929

人 口

28443279

27616708

24075503

31402580

28443279

40529988

31501212

31591211

年増率

0

-2 .9

-12 .8

12.9

-9 .4

42.5

-22 .2

0.3

資 料 來 源

申 報 年 鑑1933年,郵 政 局 。

申 報 年 鑑1933年,立 法 院 。

中 國 現 代 化 之 嘔 域 研 究,湖 南 省,頁402。

湖 南 近 百 年 大 事 記 述,頁352。

第 一 回 中 國 年 鑑,頁49。

第 一 回 中 國 年 鑑,頁52。

中 國 経 濟 年 鑑 上,(民 国23年)頁G22。

中 國 経 濟 年 鑑 上,(民 国23年)頁G25,海 關 。

表3湖 南歴年災況

年 別

1914

1915

1917

1918

1919

1920

1921

1922

1924

嘔 別

水旱

水

水

水

水

早

早

水

早

水

災害縣敷

50

24

湘 中 ・西 ・10

50

全 省

洞 庭湖21縣

長 沙西 ・北部

46

災 害 状 況

被水:244萬 畝,被 早:270萬 畝

岳 州,災 民:13,000～14,000

災民 少者:5萬 ～6萬,

飢民:200萬

餓 死 ・病死 不計 其敷 。

餓死 ・病死 者不 計 其敷 。

多者:30萬 ～40萬

註

①

②

②

③

②

③

③

③

②

④

資料 來源:① 民國 六年 経濟 年鑑,頁573。 ②天野 元 之助,支 那農業 史論,頁696～698

③ 湖南 近百 年大 事記 述,頁385,427,440。

④ 大 山,「 水旱 災遍 及十 二省嘔 」東 方雑 誌,第2114號 。
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四
年
以
後
毎
年
大
災
害
が
あ

っ
た
。
天
災
が
人
口
に
及
ぼ
し
た
影
響
に
つ
い
て
の
明
確
な
統
計
数
字
は
な
い
が
、
表
三
を
見
る
と
天
災
が
人
口
増

加
の
阻
害
要
因
に
な

っ
た
事
実
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
第
二
は
軍
閥
に
よ
る
内
戦
が
死
傷
者
、
難
民
、
財
産
等
に
対
し
て
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た

ハ
レ

ぬ

こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
れ
ら
戦
場
は
常
に
農
村
で
あ

っ
た
の
で
、
農
村
が
受
け
る
影
響
は
極
め
て
大
き
か

っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
政
治
の
不
安
定
、

頻
繁
な
軍
閥
戦
争
及
び
地
方
秩
序

の
不
安
定
の
為
、
兵
士
と
盗
匪
の
横
行
が
絶
え
間
が
な
か

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
反
対
に
都
市
は
軍
警
が
保
護
し

　
め

　

て
お
り
、
比
較
的
富
裕
な
農
民
は
生
活
の
安
全

の
た
め
都
市

へ
集
中
し
、
軍
警
の
保
護
を
受
け
よ
う
と
図

っ
た
。
貧
農
は
兵
士
と
盗
匪
の
却
掠
を

　
ね

　

避
け
る
た
め
離
農
を
企
図
し
た
が
、
逆
に
兵
士
と
盗
匪
に
な
る
者
も
少
な
く
な
か

っ
た
。
第
三
は
死
亡
率
で
あ

っ
た
。
軍
閥
戦
争
は
小
規
模
で
あ

り
、
ま
た
戦
争
状
況
も
激
烈
で
は
な
か

っ
た
が
、
死
亡
率
は
平
時
よ
り
高
く
な

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
戦
争
下
で
社
会
救
済

の
政
策
及
び

　
レ

ね

施
設
が
不
充
分
で
、
嬰
児
の
死
亡
率
も
か
な
り
高
く
な

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

一
方
、
湖
南
人
は
伝
統
的
に
保
守
的
観
念
が
強
か
っ
た
の
で
、
当

　
あ

　

時
溺
嬰

の
風
俗
が
盛
行
し
、
男
子
が
女
子
よ
り
多
か

っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
は
表
四
か
ら
知
ら
れ
る
。
本
研
究
が
対
象
と
す
る
時
期
の
男
女
人

口
の
統
計
資
料
は
不
足
し
て
い
る
が
、
表
四
を
見
る
と
男
性
人
口
が
多
か

っ
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
即
ち
、
当
時
の
男
女
平
均
比
率
は

一
二
三

.
二
六
対

一
〇
〇
で
あ

っ
た
。
以
上
の
よ
う
に
湖
南
農
村

の
人
口
は
軍
閥
統
治
が
始
ま

っ
て
以
後
、
そ
の
増
加
速
度
は
非
常
に
緩
慢
で
あ

っ
た
が
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
湖
南

の
農
村
人
口
密
度
は
清
末
に
す
で
に
高
か

っ
た
た
め
、
軍
閥
統
治
以
後
戦
乱
、
天
災
等
の
影
響
に
よ
る
農
地

　
　

ソ

の
荒
廃
及
び
農
民
の
離
農
現
象
が
顕
著
で
あ

っ
た
湖
南
農
村
は
、
農
民
の
占
有
耕
地
面
積
と
農
業
労
働
力
が
急
激
に
減

り
始
め
、
農
村
の
危
機
状

況
は
し
だ
い
に
大
き
く
な

っ
た
。

農
村

の
人
口
問
題
の
基
本
要
素
は
、
人
口
と
土
地
の
均
衡
問
題
及
び
人
口
と
農
業
労
働
力
と
の
関
係
で
あ
る
。
当
時

湖
南
農
村
に
お
け
る
こ
の

二
つ
の
問
題
は
相
当
に
劣
悪
な
状
態
で
あ

っ
た
。
即
ち
、
湖
南
の
人
口
増
加
は
緩
慢
で
あ

っ
た
が
、
耕
地
面
積
は
ほ
と
ん
ど
増
加
し
な
か

っ
た
。

(参
考
表
五
)
同
時
に
、
農
民
の
貧
困
は
生
産
意
欲
を
低
下
さ
せ
、
生
産
向
上
の
た
め
生
産
技
術
及
び
経
営
方
式
を
改
善
す
る
と

い
う

こ
と
に
全

然
関
心
を
向
け
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
農
家

一
戸
当
た
り
の
平
均
耕
地
面
積
も
全
国
で

一
番
低
か

っ
た
。
さ
ら
に
こ

の
よ
う
な
原
因
以
外
に
、

内
戦
に
よ
る
荒
地
の
増
加
、
人
口
の
過
剰
現
象
及
び
大
小
地
主
の
土
地
集
中
と

い
っ
た
現
象
等
樋
遂
に
農
民
の
佃
増
加

を
招
来
し
た
。
従

っ
て
農

　
の

　

民
の
半

数
以
上
は
い
つ
も
極
限
的
な
状
況
下
で
生
活
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。

農
業

労
働
の
状
況
も
、
農
村
人
口
を
研
究
す
る
う
え
で
重
要
指
標
と
な
る
。
当
時
の
地
主
、
軍
閥
は
自
己
の
勢
力
基
盤
を
確
立
す
る
た
め
、
外

　
お

　

国
人
及
び
外
商
と
結
び
つ
き
、
長
沙
開
港
以
後
の
湖
南
民
族
工
業

の
発
展
を
阻
害
し
た
。
こ
の
よ
う
な
外
国
人
の
経
済

的
侵
入
と
汽
船

の
進
入
は

一㎜一



表4湖 南男女人口比較

年 別

1911

1912

1928

1929

1930

男 口 敷

13,361,805

14,744,672

17,550,062

15,573,321

16,775,874

女 口 敷

10,713,698

12,872,036

13,950,250

12,501,893

13,241,734

男 女 比 例

124.7

114.5

125.8

124.6

126,7

註

①

②

③

④

⑤

資 料 來 源:① 張 朋 園,「 中 國 現 代 化 的 嘔 域 研 究 」,湖 南 省,頁13。

② 申 報 年 鑑,民 國22年,頁D5。 ③ 申 報 年鑑,民 國22年,頁D2。

④ 湖 南 省 年 鑑 上,民 國22年,頁18。

⑤ 申 報 年 鑑,民 國24年,頁B87,人 口 。

表5湖 南 耕 地 面 積 及 農 村 人 口 歴 年 指 敷 愛 化

年 別

耕地面積 指敷

農村人口 指敷

1873

100

100

1893

88

118

1913

89

129

1933

88

144

資 料 來 源:太 田 英 一,「 支 那 の 人 口 と 國 民 繹

濟 」,『 支 那 研 究 』第45號 。 昭 和12

年6月,頁158～159。

表6各 省農民一戸當耕地畝薮

省 名

河 北

山 東

河 南

山 西

陳 西

江 蘇

安 徽

江 西

湖 北

湖 南

四 川

浙江福 建

廣 東

雲 南

調査縣敷

78

84

105

66

56

38

33

23

47

55

13

51

41

5

27

農民一戸當

耕 地 畝 敷

24

19

22

32

24

18

20

13

15

12

19

13

14

12

20

農民一戸當

作 物 畝 藪

29

25

31

35

35

30

27

15

22

12

25

17

16

18

24

農民一戸當

耕 地 畝 敷

3.35

2.95

3.62

5.08

3.15

2.60

2.50

1.73

2.14

1.69

2.56

1.99

2.30

1.35

2.69

農民一戸當

作 物 畝 籔

3.97

3.92

4.97

5.53

3.88

4.26

3.37

2.10

3.08

1.72

3.29

2.53

2.62

1.92

3.29

資 料 來 源:張 心 一,中 國 農 業概 況f古計,上 海,民 國21年12月,頁81。
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湖
南
農
村
の
手
工
業

の
衰
退
及
び
水
軍
に
従
事
す
る
水
夫
の
失
業
を
も
た
ら
し
た
。
軍
政
、
郷
紳
地
主

・
商
人
等
に
よ
る
土
地
の
集
中
は
農
民

の

　
お

　

佃
農
化

及
び
雇
農
化
を
も
た
ら
し
た
。
こ
の
た
め
当
時
湖
南
農
村
で
は
農
業
労
働
力
の
過
剰
現
象
が
現
わ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
農
業
労
働
力
の
過

剰
現
象

は
人
口
過
剰
問
題
と
直
接
連
結
す
る
問
題
で
あ
り
、
湖
南
で
は
都
市
で
も
こ
れ
ら
の
農
村
労
働
力
を
吸
収
で
き
ず
、
農
村
で
も
こ
れ
ら
の

失
業
人

口
を
解
決
で
き
な
か

っ
た
。
陳
正
謀
氏
は
こ
の
よ
う
な
労
働
力
過
剰
現
象

の
原
因
に
つ
い
て
、
土
地
不
足

・
天
災

・
帰
農
現
象

・
農
産
物

価
格
下
落

.
農
村
経
済
の
衰
退

.
そ
の
他
の
地
域

へ
の
住
民
の
移
入
、
内
乱
と
土
匪
の
棄
乱
、
農
村
手
工
業

の
没
落
等
等
を
指
摘
し
た
が
、
そ
の

中
土
地

不
足
が
二
〇
%
、
天
災

・
内
乱

・
土
匪
問
題
が
三
五
%
、
農
村
経
済
と
都
市
産
業
の
没
落
が
四
五
%
を
占
め
る
と
分
析
し
煙
。
陳
正
謀
氏

の
分
析

に
つ
い
て
は
、
正
確
で
な
い
と

い
う
批
判
も
あ
る
が
、
こ
の
分
析
と
前
述
し
た
こ
と
と
を
比
較
し
て
み
る
と
、
当
時

の
農
業
労
働
力
の
過

剰
現
象

が
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
他
、
農
村
問
題
を
解
明
す
る
た
め
、
農
民
の
流
動
状
況
を
把
握
す
る
こ
と
も
重
要
な
方
法
で
あ
る
。
農
民
の
減
少
現
象
は
軍
閥
統
治
時
期

に
お
い
て

一
般
的
現
象
で
あ
り
、
そ
の
減
少
原
因
と
し
て
大
体
機
械
の
発
明
と
交
通
の
便
の
関
係
、
人
口
の
都
市
集
中
、
天
災
と
衛
生
問
題
に
よ

っ
て
農
民
の
死
亡
率
が
出
生
率
と
つ
り
あ

っ
た
点
等
が
あ
げ
ら
れ
る
。
故
に
農
業
人
口
の
自
然
増
加
率
は
非
常
に
低
い
。
し
か
し
、
そ
の
中
で

一

番
重
要
な
こ
と
は
、
地
主
階
層

の
独
占
に
よ
る
農
村
経
済

の
衰
退
と
軍
閥
内
戦
の
た
め
現
わ
れ
る
農
民
の
離
農
現
象
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
游
民
は

　
ゐ

　

離
農
後
す
べ
て
軍
人
や
盗
匪
或

い
は
都
市
の
労
働
者
に
変
わ
っ
た
。
こ
れ
ら
游
民
は

一
般
的
に
、
身
体
が
健
康
な
青
壮
年
で
あ

っ
た
。

一
九
二
八

　
め
　

年
湖
南
人
口
の
中
、
二
〇
歳
か
ら
四
〇
歳
ま
で
の
壮
丁
は
総
人
口
の
中
で
二
〇

・
六
九
%
を
占
め
た
。
そ
の
比
率
は
別

の
年
齢
帯
と
比
較
す
る
と

表7年 別湖南農戸数

農 戸年 別

4,898,415

3,831,483

597,381

1,437;797

3,702,720

4,664,698

4,664,534

1914

1915

1916

1917

1921

1922

1923

資 料 來 源:

第 一 回 中 國 年 鑑,台 北,

天 一,頁1130。

1921至1923年 的 農 戸 是,

檬 中 國経 濟 年 鑑(E),1934,

實 業 部,頁G26,F21的

農 戸 封 絡 戸 之%而 算 出 。

「総 人[÷ 毎 戸 平 均 人 敷

(5)÷ 禺 」

低
か

っ
た
。
当
時
湖
南
の
軍
人
数
の
増
加
と
土
匪
が
盛
行
し
た
点
を
考

え
て
み
れ
ば
、
こ
れ
ら
壮
丁

の
大
部
分
が
兵
士
と
盗
匪
に
変
わ

っ
た
こ

と
を
理
解
で
き
る
。
従

っ
て
、
農
村
に
残

っ
て
い
た
農
民
は
女
子
、
老

人
及
び
子
供
が
大
部
分
で
、
人
口
密
度
が
高

か

っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

む
し
ろ
実
質
的
な
農
業
労
働
力
は
不
足
し
て

い
た
の
で
、
田
地
の
荒
廃
、

農
収

の
減
少
、
米
麦

の
欠
乏
等
の
現
象
を
も

た
ら
し
、
農
村
を
衰
退
さ

せ
た
。
こ
の
よ
う
な
離
農
現
象
は
、
当
時
の
農
家
戸
数
の
減
少
傾
向
か

ら
も
分
か
る
。
(参
照
表
七
)
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表
七
の
統
計
数
字
は
変
化
も
大
き
く
、
各
年
の
報
告
県
数
も
違
う
の
で
、
そ
の
変
化
状
況
は
明
確
で
な
い
が
、
全
体
的
と

し
て
農
戸
が
減
少
し

て
い
る
状
況
を
理
解
で
き
る
。

以
上
か
ら
わ

か
る
よ
う
に
、
湖
南
農
村
は
人
口
過
剰
の
問
題
を
か
か
え
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
む
し
ろ
農
業
労
働
力

の
不
足
現
象
が
現
わ

れ
る
と
い
う
矛
盾
を
同
時
に
持

っ
て
い
た
事
実
が
見
ら
れ
、
こ
れ
は
多
く

の
農
村
問
題
を
発
生
さ
せ
、
当
時
の
政
治

・
社
会

・
経
済
的
制
度
の
矛

盾
を
さ
ら
に
悪
化
さ
せ
た
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

口
土
地
問
題

中
国
の
農
村
問
題
の
中
で
、

一
番
重
要
な
問
題
は
土
地
問
題
で
あ
る
。
土
地
は
農
業

の
基
礎
で
あ
り
、
生
産
問
題
と
直
接

的
な
関
係
が
あ
る
。

中
国
の
土
地
問
題
中
、
田
地
不
足
の
現
象
と
土
地
分
配

の
不
均
衡
現
象
等
の
二
つ
の
問
題
が
顕
在
化
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
二

つ
の
型
態
の
問
題
は

互
い
に
密
接
な
関
係
が
あ
る
。
即
ち
、
土
地
不
足
の
問
題
は
中
国
農
民
が
貧
窮
で
あ
る
主
要
原
因
で
あ
り
、
土
地
分
配
の
不
均
衡
問
題
は
農
村
の

困
窮
及
び
農
民
各
階
層
間
の
社
会
経
済
構
造
の
矛
盾
を
示
す
の
で
あ
る
。

当
時
の
統
計
は
す

べ
て
信
頼
性
が
欠
如
し
て
い
る
が
、
従
来
の
多
く
の
研
究
成
果
を
見
る
時
、
中
国
の
土
地
不
足
現
象
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
九
二
二
年
北
京
政
府

の
郵
政
局
が
調
査
し
た
全
国

一
八
省
の
耕
地
面
積
統
計
に
よ
る
と
、
農
民

一
人
の
平
均
耕
地
面
積
は

二

・
四
四
畝
で
あ

っ

　れ
り

　　

た
。
劉
大
均
教
授
の
統
計
に
よ
る
と
農
民

一
人
の
平
均
耕
地
面
積
は
三
畝
以
下
で
あ
り
、
張
心

一
と
呉
文
暉
教
授
の
統
計
は
約
三
畝
で
あ

っ
た
。

当
時
農
戸

一
戸
、
農
民

一
人
が
最
低
生
活
を
維
持
す
る
の
に
必
要
な
田
地
面
積
を
算
出
す
る
こ
と
は
容
易
で
な

い
が
、
そ
れ
は
耕
作
土
地
の
面

積
と
生
活
水
準
、
土
地
の
肥
沃
程
度
等
と
密
接
な
関
係
が
あ
る
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
、
以
下
の
各
学
者
及
び
研
究
機
関
が
調
査
し
た
統
計
に
よ

る
と
、
当
時
湖
南
農
民
の
土
地
不
足
状
況
を
理
解
で
き
る
。

一
九
二
三
年
十
月
か
ら

一
九
二
四
年
三
月
ま
で
の
華
洋
義
振
会

の
調
査
を
見
る
と
、

　
　

　

五
人
家
族
が
生
活
を
す
る
た
め
に
必
要
な
最
小
の
田
地
は
良
田

一
五
畝
か
ら
二
〇
畝
で
あ

っ
た
。
こ
れ
は
農
民

一
人
が
上
等

田
三
乃
至
四
畝
、
中

等
田
五
乃
至
六
畝
、
下
等
田
七
乃
至
八
畝
が
必
要
で
あ
る
事
実
を
物
語
る
。
当
時
湖
南
農
民
各
階
層
が
所
有
し
て
い
た
田
地
面
積
状
況
は
、
表
八

と
同
じ
で
あ

る
。
こ
の
表
の
通
り
、
各
県
の
農
戸
が
所
有
し
て
い
た
田
地
は
違
う
が
、
こ
の
九
県
の
一

戸
当
た
り
平
均
所
有
面
積
が

一
八

・
六
三

畝
で
あ
る
こ
と

が
分
か
る
。
こ
れ
ら
田
地
の
畝
数
は
す
べ
て
上
等
田
で
は
な
い
が
、
華
洋
義
振
会
の
標
準
値
と
対
照
す
る
と
、
こ
れ
ら
の
県
の
平

均
畝
数
が
極

め
て
高
い
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
県
は
湖
南
省
内
で
は
面
積
が
比
較
的
広

い
県
で
あ
り
、
ま
た
主
要
平
野
地
域
で
あ
る

一囑一



表8湖 南農戸耕地面積(畝)

縣名

農民

常

臨

益

常

椰

林β

衡

新

武

平

徳

湘

陽

寧

縣一

縣二

陽

化

岡

均

自 耕 農

13.83

9.60

29.12

8.91

12.04

18.22

12.04

18.55

23.59

16.21

半 自 耕 農

自 有

4.39

4.72

28.80

6.18

8.14

11.39

3.25

16.76

10.86

9.83

租 入

8.62

3.09

12.85

7.32

4.23

11.23

13.99

6.35

10.86

8.73

共 計

13.01

7.31

43.65

13.50

12.73

22.62

17.24

23.11

21.72

18.56

佃 農

14.64

41.32

10.90

13.34

17.90

16.35

平 均

13.02

9.27

38.40

13.0

13.01

20.66

19.04

20.34

20.93

18.62

資料 來 源:経 濟年 鑑 績 編,頁(G)105か ら作 成

説 明:一 公 頃 等 於華 畝16畝2分7麓,即 公 頃 ×16.27=畝

表9湖 南耕地面積(畝)

年 別

1873

1913

1914

1916

1918

1923

1928

1933

耕 地 面 積

66,000,000

58,000,000

35,192,338

22,024,106

22,024,106

26,357,000

32,318,500

58,000,000

増加比例

100

88

53

33

33

40

49

88

人 口 総 敷

21,000,000

23,402,992

23,402,992

24,075,503

22,040,000

27,442,279

31,501,212

30,000,000

毎人所得

3.14

2.48

1.50

0.91

0.99

0.93

1.03

1.93

註

①

①

②

③

②

④

⑤

①

資 料 來 源:

①DwightPerkins,AgriculturalDevelopmentinChina,

1368～1968,p.229,2360

② 第 一 回 中 國 年 鑑,台 北,天 一,頁1130。

③ 古 棋 編 著,「 中 國 農 村 経 濟 問 題 」,頁21(第 一 次 農 商 統 計 表)

④ 梁 楊 庭 「近 年 來 我 國 食 米 之 概 況 」,東 方 雑 誌20巻20號,頁

134。

⑤ 縄 濟 年 鑑 上,G25。
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の
で
、
農
戸

一
戸
の
所
有
田
地
面
積
は
広

い
方
で
あ
る
。
当
時
湖
南
全
省
農
戸

一
戸
当
た
り
の
平
均
畝
数
の
状
況
は
総
七
五
県
中
、

一
〇
畝
以
下

　
　

　

が
三

一
県
、

一
一
畝
か
ら
二
〇
畝
ま
で
が
三

一
県
、

二

一
畝
か
ら
三
〇
畝
ま
で
が

一
〇
県
、
三

一
畝
か
ら
四
〇
畝
ま
で
が

三
県
で
あ

っ
た
。

D
w
i
g
h
t
　
P
e
r
k
i
n
s

氏
の
調
査
に
よ
る
と
、

一
九

=
二
年
湖
南
省

一
人
当
た
り
平
均
所
有
田
地
は
二

.
四
畝
で
あ

っ
た
。

一
九
三
三
年
は

一
.
九
畝

で
あ

っ
旭
。
農
商
部
の
調
査
と
東
京
商
工
会
議
所

の
調
査
で
は
、
湖
南
農
家

一
戸
当
た
り
の
耕
地
面
積
は

一
九

一
四
年
に
は
一
一

畝
で
あ

っ
た
が
、

　
お
　

一
九
三
六
年
に
は

一
二
畝
で
あ

っ
た
。
ま
た
、
表
九
の
統
計
に
よ
る
と
、
各
年

の

一
人
当
た
り
平
均
田
地
は
わ
ず
か
に

一
.
七
畝
で
あ

っ
た
。
さ

　
　

　

ら
に
、
湖
南
農
民
中
、
六
〇
%
か
ら
九
〇
%
ま
で
が
半
自
耕
農
、
佃
農
、
雇
農
で
あ

っ
た
状
況
で
、
ま
た
か
れ
ら
の
耕
地
の
大
部
分
が
租
田
で
あ

っ
た
と
い
う
事
実
を
考
え
れ
塵
、
自
己
所
有
の
耕
地
は
非
常
に
少
な
か

っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
表
九
を
見
る
と
、

一
九

一
〇
年
代
末
と

一
九
二
〇

年
代
初
の

一
人
当
た
り
の
所
有
田
地
畝
数
は
、
大
変
少
な
か
っ
た
。
そ
の
重
要
な
原
因
は
人
口
増
加
と
耕
地
面
積

の
減
少
に
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

例
え
ば
、
湘
中

地
域
の
農
民
は
し
ば
し
ば
群
れ
を
成
し
て
別
の
耕
農
地
域

の
雇
農
に
な
る
と
い
う
状
況
が
見
ら
れ
た
が
、
か
れ
ら
は
な
ぜ
他
地
域

　
あ

　

の
雇
農
に
な
ろ
う
と
し
た
の
か
?

そ
の
原
因
は
即
ち

「
地
少
人
多
」

の
た
め
で
あ

っ
た
。
当
時
湖
南
農
家
の
耕
地
面
積
の
不
足
の
主
要
原
因
は
、

農
地
面
積
の
縮
小
に
な

っ
た
。
表
九
を
見
る
と
、
軍
閥
内
戦
期
間
の
農
地
縮
小
状
況
が
特
に
明
瞭
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

即
ち
そ
れ
は
軍
閥
内

戦
と
天
災
に
よ
る
軍
閥
の
苛
酷
な
雑
税

・
水
利
施
設
の
破
壊

・
兵
匪

の
横
行

・
救
済
政
策
の
不
充
分
さ
等
の
要
因
の
た
め
、
離
農
現
象
が
目
立
ち
、

荒
地
面
積
を
不
断
に
増
加
さ
せ
た
た
め
で
あ
る
。
荒
地
面
積
の
増
加
状
況
は
、
湘
南
の
各
年
荒
地
面
積
の
統
計
表

(表
十
)
を
見
れ
ば
理
解
で
き

る
。
こ
の
統
計

で
は
正
確
な
荒
地
の
増
減
状
況
を
理
解
し
に
く

い
の
だ
が
、
比
較
的
正
確
な

一
九

一
四
年
、

一
九

一
五
年

の
荒
地
が
全
耕
地
面
積

の

一
四
%
と

一
五
%
を
占
め
た
事
実
を
見
る
と
、
荒
地
化
の
深
化
現
象
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
(全
耕
地
面
積
は

一
九

一
四
年
を
基
準
と
す
る
)

さ
ら
に
中
央
農
業
実
験
所
が
調
査
し
た
全
国
各
省

の
耕
地
に
対
す
る
荒
地
の
比
率
を
見
れ
ば
、
湖
南
の
荒
地
率
が
全
国
で
最
高
で
あ

っ
た
こ
と
が

分
か
る
。
(表

十

一
を
参
照
)
そ
の
重
要
な
原
因
は
、
や
は
り
頻
繁
な
軍
閥
戦
争
と
離
農
に
よ
る
農
業
労
働
力

の
不
足
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

一
方
、
天
災

も
湖
南
の
田
地
減
少
の

一
つ
の
原
因
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、

一
九

一
四
年
湖
南
耕
地
の
中
で
水
災
、
旱
災
を
受
け
た
面
積
は
、
五
、

一
四

○
・
四
八

三
畝
で
あ
っ
た

・

死

毛

年
は
八
〇
六
・
六
三

一
畝

(
蔀

県
だ
け
の
報
鍾
)、

一
九
二
〇
年
は
三
〇
万
乃
至
四
〇
万
畝
で
あ

ハ
お
　

っ
た
。
こ
れ
ら

の
災
害
面
積
を
全
耕
地
面
積
と
比
べ
る
と
、

一
九

一
四
年
が

一
四

・
六
%
、

一
九

一
七
年
が
三

・
六
%
で
、

そ
の
原
因
は
軍
閥
政

権

の
水
利
施
設
に
対
す
る
政
策

の
不
備
に
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
次
に
、
耕
地
面
積

の
減
少
原
因
に
は
、
地
価
の
騰
貴
が
上
げ
ら
れ
る
。
表
十
二
は
本
研
究
が
対
象
と
す
る
時
期
以
外

の
統
計
で
あ
る
が
、
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表10湖 南歴年荒地面積的比較(畝)

年 別

1914

1915

1916

1917

1929

1930

報告縣

全

全

不 全

不 全

8

9

官 有

846,535

1,765,392

115,160

55,716

私 有

4,132,047

3,511,422

121,679

2,430,781

絡 計

4,978,582

5,276,814

239,839

2,486,497

394,313

1,037,074

註

①

②

②

②

③

④

資 料 來 源 ① 民 國六 年,中 國年 鑑,台 北,天 一,頁572。

② 第 一 回 中 國 年 鑑,台 北,天 一,頁1136。

③ 民 國24年 申報 年 鑑,内 政 部 統 計 調 査 。

④ 田 中 忠 夫 「支 那 経 濟 の崩 壊 と方 法 論」,頁515,514

表11各 省荒地封耕地面積的比率

省

分

河北

山東

河南

山西

陳西

江蘇

安徽

江西

湖北

報
告
件
敷

410

182

138

138

68

167

59

29

23

荒地封耕

地面積的

比率(%)

12.0

16.9

11.5

13.8

19.7

12.2

12.0

17.9

17.8

可耕荒地
封荒地総
面積的比
率(%)

26.2

36.9

26.3

27.7

23.0

20.0

34.8

28.5

39.2

可耕荒地
封耕地総
面積的比
率(%)

3.14

6.24

3.02

3.82

4.53

2.44

4.18

5.10

6.98

省

分

四川

浙江福建

廣東

廣西

雲南

貴州

平均

湖南

報
告
件
敷

65

38

25

38

50

28

22

41

荒地封耕

地総積的

比率(%)

16.7

9.8

20.8

16.2

17.2

20.0

21.0

16.0

22.5

可耕荒地
封荒地総
面積的比
率(%)

22.9

19.5

46.7

48.5

17.9

50.0

33.0

31.0

50.9

可耕荒地

封耕地総
面積的比
率(%)

3.82

1.91

9.71

7.86

3.08

10.00

6.93

5.17

11.45

資 料來 源:中 央 農業 實験所,「 農情 報告」第2巻,第12期,1934年12月 。

表12湖 南歴省年地債之愛遷 報告縣敷38

年 別

1912

1932

1933

水田指敷

83

102

93

平原旱地指敷

69

95

91

山披旱地指敷

60

108

92

資 料 來 源:申 報 年 鑑,民 國24年,頁K49。

(民 國二 十 年 之 地 償=100)
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湖
南

の
連
年

の
地
価
騰
貴
状
況
を
理
解
で
き
る
。
地
価
騰
貴
の
原
因
に
は
人
口
増
加
、
耕
地
減
少
と
交
通
の
発
達
等
が
あ

っ
た
と
思
う
。
即
ち
、

都
市
商
業
資
本
と
大
地
主
が
農
村
経
済
を
掌
握
し
て
い
た
状
況
の
下
で
、
貧
農
が
高
価
の
田
地
を
購
買
す
る
こ
と
は
不
可
能
だ

っ
た
の
で
、
土
地

の
集
中
現
象

は
次
第
に
強
ま

っ
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、

一
九

一
七
年
の
農
商
部
統
計
表
に
よ
る
と
、
湖
南
省
の
農
戸
中

で
租
種
農
の
比
率
は
八

　
　
り

○
%
に
も
な

っ
た
。
表
十
三
を
見
る
と
、
そ
の
比
率
は
全
国
で
最
高
で
あ

っ
た
。
こ
の
表
は
、
即
ち
湖
南
農
民
の
八
〇
%
以
上
が
他
人
の
土
地
を

借
り
、
生
活
を
維
持
し
て
い
た
事
実
を
証
明
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
ま
た
か
れ
ら
の
生
活
が
如
何
に
あ

っ
た
か
を
理
解
さ
せ
る
。
こ
の
よ
う

な
状
況
を
見

れ
ば
、
地
主
に
土
地
が
集
中
し
て
い
た
事
実
を
理
解
で
き
る
。
土
地
集
中
の
原
因
は
農
民
の
貧
困
が
主
因
で
あ
り
、
自
作
農

・
半
自

表13

百 分 率省 別百 分 率省 別
67.0%

57.4

42.1

35.8

23.6

66.4

32.1

45.3

27.8

80.0

江 西

福 建

陳 西

甘 粛

新 彊

廣 東

熱 河

緩 遠

察合 爾

湖 南

47.5%

27.1

59.3

44.1

29.9

43.6

29.4

54.1

57.7

65.8

京 兆

直 隷

奉 天

吉 林

黒 龍江

山 東

河 南

山 西

江 蘇

安 徽

資料來源:張 鏡子,「 中國農民経濟的困難和補救」,

東方雑誌26巻9號,頁12。

作
農
の
犠
牲
の
下
で
現
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
当
時
耕
地
を
少
な
く
持

っ
て
い
た
農

民
は
最
低
の
生
活
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
婚
姻
、
葬
祭
、
家
族
の
発
病
、

荒
年
等

の
状
況

の
下
で
、
容
易
に
土
地
を
喪
失
し
た
。
通
常
土
地
喪
失
の
主
因
は
土

地
を
抵
当
に
入
れ
た
こ
と
に
あ

っ
た
。
農
民
が
非
常
時
に
金
銭
を
入
手
す
る
方
途
は
、

土
地
を
抵
当
に
入
れ
る
こ
と
以
外
に
は
な
か

っ
た
。
し
か
し
、
農
民
の
困
難
な
状
況

は
契
約
期
間
内

の
う
け
出
し
を
不
可
能
に
し
、
逆
に
利
息
は
急
増
し
、結
局
は
土
地
を

高
利
貸
に
譲
渡
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。当
時
の
湖
南

で
の
借
金

の
来
源
を
見

　
ゆ
　

る
と
、
九
〇
%
が
地
主
、
富
農
、
商
人
階
層
か
ら
出
て
い
た

。
こ
う
し
て
、結
局
土
地

は
地
主
階
層
と
商
業
資
本
家
に
集
中
し
て
い
っ
た
。

一
方
、
湖
南

の
軍
閥
は
各
種
田
賦
、
附
加
、
預
徴
、
雑
損
等
を
自
由
に
決
定
し
た
。

こ
の
よ
う
な
高
率
の
賦
税
は
農
民
の
土
地
喪
失
に
拍
車
を
か
け
、
軍
閥
の
土
地
集
中

　れ
　

傾
向
も
顕
著
に
な

っ
た
。
特
に
湖
南
の
特
殊
な
地
理
的
条
件

下
で
、
軍
閥
、
地
主
等

は
水
利
潅
概
施
設
を
良
好
な
土
地
だ
け
に
設
け
た
た
め
に
、
農
民
生
活
は
こ
と
の
ほ

か
困
難
に
な

っ
た
。
湖
南
で
上
等
田
の
収
穫
率
は
四
〇
乃
至
五
〇
%
で
あ
り
、
下
等

　
れ
　

田
は

一
〇
%
乃
至
二
〇
%
で
あ

っ
た
。
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　れ
　

○
%
乃
至
二
〇
%
で
あ

っ
た
。

耕
地
不
足
の
四
番
目
の
原
因
と
し
て
は
、
農
産
品
価
格
の
下
落
、
農
業
経
費

の
高
騰
、
高
率
の
田
賦
と
租
銭
等
を
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、

こ
れ
ら

の
問
題
は
次
節
で
説
明
し
た
。

も
う

一
つ
の
湖
南
農
村

の
重
要
な
土
地
問
題
は
、
土
地
分
配
の
不
均
衡
と

い
う
点
で
、
前
に
説
明
し
た
よ
う
に
、
軍
閥

・
地
主

・
商
業
資
本
家

等
に
よ
る
土
地
集
中
現
象
は
自
作
農
、
半
自
作
農
を
佃
農

・
雇
農
化
さ
せ
た
の
で
、
当
時
湖
南
農
民
の
中
で
自
己
の
土
地
を
所
有
し
て
い
た
農
民

ハむ
　

は
少
な
く
な

っ
て
い
た
。

一
九
二
七
年
六
月
の
国
民
党
執
行
委
員
会

の
報
告
に
よ
る
と
、
農
民
中
五
五

・
四
%
が
土
地
未
所
有
者
で
あ

っ
た
。
ま

た
、
農

戸
中
租
種
戸
の
比
率
が
八
〇
%
で
あ

っ
た
湖
南
農
村
の
状
況
を
見
る
時
、
土
地
不
均
衡
が
極
限
に
達
し
て
い
た
事
実
を
理
解
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
特
に
、
全
国
土
地
調
査
委
員
会

の
湖
南
省

一
四
県

の
調
査
報
告
を
見
る
と

(参
考
表
十
四
)、
湖
南
農
村
の
土
地
分
配
不
均
衡
現
象
を

知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
表
に
は
各
階
層
が
占
有
し
た
土
地
面
積

の
広
さ
は
表
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
無
土
地
者

五
五

・
四
%
、
租
佃
者

八

〇
%
と

い
う
状
況
の
下
で
、
土
地
が
○

・
八
%
の
大
小
地
主
に
集
中
し
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
土
地
不
均
衡
現
象
は
地
主
の

農
民
に
対
す
る
圧
迫
を
加
重
さ
せ
、
結
局
地
主
と
農
民

の
間
の
軋
礫
を
さ
ら
に
大
き
く
し
、
農
民
の
無
土
地
化
現
象
を
も

一
層
深
化
に
し
た
と
言

え
よ
う

。日
経
済
問
題

軍
閥
統
治
時
期

の
湖
南
農
村
経
済
及
び
農
民
生
活
問
題
を
規
定
し
た
主
要
因
と
し
て
は
、
高
額

の
地
租
、
苛
掲
雑
税
、
農
村
金
融
の
混
乱
、
救

済
政
策

の
軽
視
と
民
食
の
不
足
等
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
軍
閥
時
代
の
政
治
的
衝
突
は
、
通
常
武
力
に
よ

っ
て
解
決
が
図
ら
れ
た
。
そ
の
た

め
内
戦
は
不
可
避
で
あ

っ
た
。

こ
の
内

戦
の
た
め
中
央
と
地
方
で
は
建
軍
問
題
を
重
要
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
従

っ
て
、
中
央
と
地
方
政
府
の
軍
事
予
算
は
急
激
に

増
加
し
、
そ
の
軍
事
費

の
額
は
驚
異
的
な
高
さ
を
示
し
た
。
湖
南
及
び
中
央
政
府
の
連
年
の
軍
事
費
支
出
状
況
は
表
十

五
の
よ
う

で
あ
る
。
こ
の

表
に
よ
れ
ば
、
湖
南
省

の
軍
事
費

の
超
過
支
出
は
財
政
の
棄
乱
を
招
来
し
て
い
る
が
、
も
と
も
と
湖
南
省
政
府
は
民
初
以
来

の
財
政
棄
乱
に
か
ん

が
み
、

一
九
二
三
年
省
憲
法
施
行
に
さ
い
し
て
、
軍
費
が
総
予
算
の
三
三
%
を
超
過
し
な
い
よ
う
に
規
定
し
た
。
し
か
し
、
軍
閥
の
軍
隊
の
継
続

的
増
加

の
た
め
、
省
憲
法
施
行
年
度
に
す
で
に
軍
費
が
四
〇
%
に
な

っ
た
。

一
九
二
五
年
に
は
五
八

・
七
%
、

一
九
二
六
年
に
は
八
〇
%
に
達
し

た
。
こ
の
よ
う
な
政
府
予
算
支
出
に
対
し
て
、
収
入
状
況
は
ど
う

で
あ

っ
た
ろ
う
か
。
表
十
六
の
よ
う
に
、
そ
の
主
要
収
入
来
源
は
田
賦
と
楚
金

一㎜一



表14湖 南農場大小的分配

類 別

畝 敷

人 数

極 貧 農

10畝 以 下

56.5%

貧 農

10～30畝

33.4%

中 農

31～50畝

6.3%

富 農

51～100畝

3.1%

大、小地主

100畝 以 上

0.8%

資料來源 土 地 委 員 會,「 全 國 土 地 調 査 報 告 綱 要 」,頁26～27,轄 見 嚴 中 平 等

編,中 國 近 代 経 濟 史統 計 資 料 選 輯,p.285。

表15湖 南省及中央政府歴年軍費在総預算所占的比率

年 別

1913

1914

1916

1919

1921

1923

1925

1926

湖 南 省

省 府歳 入元

5,364,302

5,355,568

6,177,726

6,480,000

13,000,000

15,800,000

19,770,000

23,040,000

軍 費支 出元

2,148,207

3,154,431

3,147,955

3,500,000

10,000,000

6,000,000

11,600,000

19,200,000

百分率%

40

58.9

50.9

54

73

40

58.7

80

中央政府
百分率%

33.8

41.9

58.3

資料來源:① 費土毅,民 國財政史(散 見全書各章)。 ②張朋園,中 國現代化的

嘔域研究,湖 南省,頁221。 ③中國近代農業史資料 第一輯,頁6

08。 ④徐泊水,「歳出預算上之軍費限制論」東方雑誌,211號 。

⑤湖南近百年大事記述,頁427。

表16湖 南省民初預算

年 別

1913

1914

1916

1919

田 賦

2,998,701

41.8%

2,898,125

38.6%

3,335,600

44.9%

2,801,952

45.3%

麓 金

2,374,515

33.1%

2,932,910

39.9%

2,674,639

36.0%

2,352,456

38.0%

契 税

889,576

12.4%

840,000

11.1%

539,378

7.3%

600,000

9.7%

雑 税

513,572

7.1%

260,565

3.5%

339,880

4.6%

218,050

3.5%

其 他

400,042

5.6%

584,427

6.9%

540,938

7.2%

213,643

3.5%

共 計

7,175,406

100%

7,516,027

100%

7,430,435

100%

6,186,101

100%

資料來源:

①賀士毅,民 國財政史(散 見全書各章)

②東亜同文會編,第 四回年鑑,頁814。
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で
あ

っ
た
が
、
こ
の
両
項
目
は
全
収
入
の
七
四

・
九
%
か
ら
八
三

・
三
%
に
ま
で
達
し
た
。
こ
の
よ
う
に
過
重
な
賦
税

は
農
村
と
農
民
に
深
刻
な

影
響
を
及
ぼ
し
た
。

民
国
以
来
、
湖
南
省
政
府
の
田
賦
徴
収
は
、
地
丁
と
漕
米
を
中
心
と
す
る
清
朝
の
定
額
基
準
を
根
拠
と
し
た
。
そ
の
基
準
は
全
七
五
県
を
三
等

分
し
て
、
上
等
二
四
県
は
漕
糧
の
県
と
し
、
征
額
は
正
餉
毎
雨
に
つ
い
て
銀
二
両
四
銭
を
、
次
等
六
〇
県
は
、
有
秋
米
採

買
の
県
と
し
、
銀
二
両

　
　
　

二
銭
を
、
下
等

一
県
は
無
漕
糧
及
び
秋
米
採
買
の
県
と
し
、

一
両
六
銭
を
各

々
取
り
立
て
た
。
し
か
し
、

一
九

一
五
年

省
政
府
は
田
賦
の
徴
収
規

定
を
改
定

し
て
、

一
律
に
銀
元
本
位
と
し
て
長
平
銀

一
両
を
銀
元

一
元
五
角
と
し
て
定
め
、
三
等
分
し
た
各
県
の
田
賦
正
税
は
毎
両
当
た
り
三
元

　あ
　

三
角
、
二
元
六
角
、
二
元
四
角
に
な

っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
田
賦
の
負
担
が
大
き
く
増
加
し
た
の
に
と
も
な
い
、
実
際
に
実
施
さ
れ
た
地
租
租
額

は

一
層
高

く
な

っ
た
。
(参
照
表
十
七
)
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
租
額
以
外
の
所
得
も
佃
農
、
半
自
作
農
の
実
質
所
得

に
な
る
こ
と
は
で
き
な
か

っ
た
。
即
ち
、
地
主
は
天
災
、
教
育
経
費
の
増
加
等
を
名
目
と
し
て
、
自
由
に
田
賦
を
増
額
さ
せ
る
こ
と
が
当
時
の
普
遍
的
状
況
で
あ

っ
た
。
そ

れ
で
表
十
八
の
よ
う
に
各
県
の
田
賦
額
は
毎
年
増
加
す
る
趨
勢
に
あ

っ
た
。
だ
か
ら
、
農
民
の
実
質
所
得
は
以
前
よ
り
半
ば
以
上
が
減
少
し
た
こ

　
ゆ
り

と
を
理
解

で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
田
賦
の
継
続
的
増
加
は
地
価
に
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
こ
と
が
、
表
十
九
を
見
る
と
理
解
で
き
る
。
即
ち
、

田
賦
徴
収

の
継
続
的
な
増
加
状
況
が
知
ら
れ
る
。

田
賦
増
加
の
最
大
の
原
因
は
、
軍
閥
内
戦
の
拡
大
に
あ

っ
た
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
軍
閥
の
軍
費

の
最
大
財
源
は
田
賦
で
あ

っ
た
た
め
、
軍
費

不
足
の
時

に
は
常
に
田
賦
を
増
加
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
し
か
し
、

一
九
二
〇
年
以
後
軍
閥
内
戦
が
拡
大
す
る
な
か
で
、
軍
費
を
田
賦

バリ
　

だ
け
に
依
存
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な

っ
た
。
そ
の
た
め
軍
閥
は
各
種
付
加
税
と
預
征
を
徴
収
し
始
め
た
。
こ
の
よ
う
な
軍
閥
の
恣
意
的
な
規
定

に
よ
る
田
賦
徴
収
率
及
び
預
徴

の
方
法
は
、
農
民
に
致
命
的
な
影
響
を
与
え
た
。
特
に
湖
南
省
境
内
の
各
小
軍
閥
は
駐
屯
地
内
で
独
自
的
な
付
加

税
及
び
預
徴
を
実
施
し
た
の
で
、
そ
の
弊
害
は
さ
ら
に
大
き
か

っ
た
。
当
時
各
県
の
付
加
税
率
は
表
二
十
の
よ
う
で
あ

る
。
こ
の
表
を
見
る
と
、

各
県

の
付
加
税
は
す
べ
て
正
供
よ
り

一
倍
以
上
、
甚
だ
し
く
は
毎
両
三
六
元
に
至
る
県
も
あ

っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況

は
表
二
十

一
と
二
十
二
で

も
見
ら
れ

る
よ
う
に
、

一
九

一
二
年
の
付
加
税
は
正
税
を
超
過
し
な
か

っ
た
が
、

一
九

一
二
年
以
後
は
付
加
税
が
正
税
を
超
過
し
た
状
況
が
わ
か

る
。木

村
増
太
郎
氏
の
研
究
に
よ
る
と
、
当
時
の
そ
の
増
加
率
は
別
の
省
よ
り
平
均

一
〇
倍
以
上
、
甚
だ
し
く
は
二
〇
倍
乃
至
三
〇
倍
以
上
に
も
達

　
れ
ソ

し
た
と
い
う
。
こ
の
付
加
税
は
、
種
類
も
多
か

っ
た
。
例
え
ば
、
省
政
府
の
特
別
分
担
金

・
軍
隊

・
民
兵

・
警
察
隊

・
保
衛
団

・
民
団
と
地
方
政
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表171920年 代湖南省定額實物地租租額及其所借産量的百分比

縣 名

衡 陽

衡 山

株 蔀 路

臨 湘

永 明

湘中各縣

桂 陽

醗 陵

陽

物租軍位

石

石

石

石

石

石

石

石

毎 畝

租 額

1.8

1.2

2.0

2.63

1.2

1.8

3.0

1.2～1.8

毎 畝

産 量

3.5

3.5

3.5

4.13

1.5

3.3

3.0～4.0

租 額

占産量%

51.4

34.2

57.1

63.6

80.0

54.5

60.0

40～45

註

①

②

①

①

①

③

④

⑤

②

資 料 來 源:

① 嚴 中平 編,中 國近 代 経 濟 史 統 計 資 料 選 輯 。頁304。

② 長 野 郎 著,強 我 課,中 國 土 地 制 度 的 研 究,頁420～421。

③ 中 國経 濟 年 鑑,1934,第 七 章,頁32。

④ 湖 南 歴 史 資 料,1980,第 一 輯,頁133。

⑤ 張 朋 園,「 中 國 現 代 化 厘 域 研 究 」,頁85,表1-5-6。

表18湖 南三縣田賦増額比較表

縣名

慈

利

安

郷

汝

城

年代

1915

1921

1922

1916

1922

1926

1922

1923

1925

1926

1927

1928

田賦額征収 元

10,802

10,802

10,802

17,240

17,240

17,240

13,444

13,444

13,444

13,444

13,444

13,444

征収率

2.61

2.99

3.59

2.46

6.52

5.22

5.37

2.83

1.75

2.47

4.63

12.62

田賦實征数 元

28,193

32,298

38,779

42,410

112,450

89,993

72,194

38,047

23,527

33,207

62,308

169,504

資 料 來 源

慈 利縣 誌巻ll頁1～9

同 上

同 上

安 郷縣 誌巻12頁1～3

同 上 頁2～3

同 上

汝 城縣 誌巻14頁1～7

同

同

同

同

同

上

上

上

上

上

……



表19田 賦借地債的百分比(各 年扮之地慣=100)

山披早地

表21水 田地租附加年次別表

年 別

1912

1931

1932

1933

水 田

1.28

1.44

1.61

L87

平原旱地

1.06

3.07

2.53

2.79

1.25

2.50

2.92

3.02

年 別

1912

1931

1932

1933

指 敷

90

163

161

158

報告縣藪:35縣

資料來源:徐 羽氷,「 中國田賦之一考察」東

方雑誌,第 三一巻第十號頁62。

申報年鑑,民 國24年,頁K51。

説明:各 年扮的附加=100

資料來源:

木村増太郎,「 支那経

濟恐慌論」頁13。

表20湖 南各縣田賦附加税率

縣名

茶陵

寧郷

武岡

湘陰

新寧

衡山

長沙

常徳

臨湘

零陵

永明

新田

桂陽

附 加 税 率

正供一倍以上

正供以外附加5～6元

正供二倍

正供以外附加9元

毎爾附加12000鯨 元

毎畝有2角8分7厘 之多

毎雨附加3元6角

毎雨附加4元8角

毎正額3元7角5分,附 加5元

毎糧一石 ・附加2元5角

毎雨附加6元

毎爾附加8元

毎雨8角

縣名

澄

衡陽

祁陽

藍山

寧遠

宜章

新化

桃源

永興

湘郷

臨武

附 加 税 率

毎両附加6元 至9元

毎雨附加10元

毎雨附加18元

毎雨附加小洋26元

毎雨附加1百 鯨串

毎雨附加15元 至36元

毎雨附加2元5角

毎両附加2元4角

毎雨附加2元4角

毎雨附加2元

毎雨附加1元8角

正税5倍

資 料 來 源:

李 文 治 等 編,中 國近 代 農 業 資 料,第2巻,三 聯 書 店,1957,頁570。

呉 至 信,「 中 國農 民 離 村 問 題 」,東 方 雑 誌,34巻15號,頁16

湖 南 歴 史 資 料,第 一 輯,1980年,頁133。

表22湖 南省附加税超過正税現象

縣 名

毎 爾 正 税

毎雨附加税

正附税比率

徴 収 年 度

祁 陽

2.40

10.06

4.19

1931

寧 遠

2.40

10.30

4.29

1931

永 興

2.40

11.09

4.62

1931

桂 東

2.40

11.10

4.63

1931

臨 武

2.60

14.09

5.41

1931

資 料 來 源:

徐 羽 氷,「 中 國 田 賦 之 一 考 察 」,東 方 雑 誌,第31巻,第10號,頁61。
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　れ
　

府
機
関
の
分
担
金
等
、
当
時

の
田
賦
付
加
税
の
総
数
は
二
三
種
類
も
あ

っ
た
。
ま
た
、
商
品
買
売
時
に
も
特
別
の
税
金
が
あ

っ
た
。
そ
の
規
定
額

以
外
の
税
金

と
し
て
、
郷
紳

・
地
方
官
吏
等
が
徴
収
す
る
二

・
三
重

の
付
加
税
が
加
え
ら
れ
た
。
特
に
、
軍
閥
内
戦
の
極
盛

期
で
あ
る

一
九
二
〇

年
以
後
は
、
そ
れ
ま
で
に
徴
収
し
て
き
た
税
目
が
す
で
に
多
か

っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
軍
費

の
充
当
が
不
足
し
て
い
た
か
ら
と

い
う

の
で
、
田

賦
を
預
徴
す

る
便
法
が
行
わ
れ
た
。
例
え
ば
、

一
九
二
三
年
に

一
九
二
四
、

一
九
二
五
年
の
田
賦
を
預
徴
し
た
。
某
県
で
は

一
九
二
六
、

一
九
二

　　
　

七
年
甚
だ
し
く
は

一
九
二
八
年
、

一
九
二
九
年
の
分
ま
で
も
預
徴
す
る
こ
と
が
あ

っ
た
。
そ
の
中
、
梛
県
で
は

一
九
二
四
年

に
す
で
に

一
九
三
〇

　
む
　

年
の
田
賦
を

預
徴
し
た
事
実
も
あ

っ
た
。
困
窮
し
た
農
民
は
こ
の
よ
う
な
預
徴
と
付
加
税
に
耐
え
ら
れ
な
か

っ
た
の
で
、
高

利
貸
、
ま
た
は
典
当

　お
　

鋪
と
地
主
に
物
品
等
を
抵
当
に
入
れ
て
借
り
た
金
で
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
高

い
税
率
と
雑
多
な
地
租
は
農
村
経
済
を

　お
　

破
綻
さ
せ
、
農
村
購
買
力

の
低
下
現
象
を
も
た
ら
し
、
農
村
市
場

・
農
民
の
生
産
及
び
農
村
教
育
等
に
重
大
な
影
響
を
与
え

た
。

軍
閥
が
任

意
に
発
行
し
た
紗
票

・
公
債
も
、
蓄
財
と
農
民
を
搾
取
す
る
別
の
手
段
で
あ

っ
た
。
第

一
次
世
界
大
戦
以
後
、
中
国
経
済
に
は
変
化

が
現
わ
れ
た
。
湖
南
の
磧
業
と
民
族
工
業
は
発
展
し
た
。
そ
の
経
営
者
は
全
部
が
旧
官
僚
、
新
知
識
分
子
、
郷
紳
地
主
、
商
人
階
層
等
で
あ

っ
た
。

こ
れ
ら
の
階
層
は
貨
幣
経
済
の
影
響
を
受
け
、
土
地
資
本
を
都
市
商
業
資
本
に
投
資
し
た
。
こ
れ
は
結
局
農
村
経
済
の
停
滞
現
象
を
招
来
し
、
農

民
は
離
農
し

て
発
展
し
て
い
る
都
市

へ
向
か
う
現
象
が
日
々
顕
著
と
な

っ
た
。
当
時
の
都
市

の
工
場
労
働
者
は
大
部
分
が
こ
れ
ら
の
農
民
で
あ

っ

た
。
そ
し
て
、
都
市
近
郊
の
農
民
は
副
業
を
通
じ
て
工
業
生
産
活
動
に
参
与
し
た
。
従

っ
て
、
民
族
工
業

の
発
展
と
農
民
と
は
密
接
な
関
係
を
形

成
し
て
い
た
。
し
か
し
軍
閥
に
よ
る
金
融
の
混
乱
は
こ
れ
ら
民
族
工
業
の
発
達
を
妨
害
し
た
。
例
え
ば
、

一
九

一
三
年
以
後

三
年
間
、
湯
繭
銘
が

湖
南
を
統
治
し
た
時
、

一
九

一
四
年

の
決
算
で
、
銀
行
収
入
が
総
収
入
の

一
六
%
を
占
め
た
が
、
張
敬
発
統
治
時
の

一
九

一
九
年
の
決
算
で
は
銀

　ロ
　

行
収
入
が
な
く
な

っ
て
い
る
。
こ
れ
は
張
敬
尭
が
個
人
的
に
使
用
し
た
と
推
測
さ
れ
る
。
ま
た

一
九

一
八
年
三
月
張

の
第
七
師
部
隊
が
湖
南

へ
進

入
し
た
時
、
張
は
軍
費
を
拡
張
す
る
た
め
、
部
下
兵
士
に
命
令
し
て
農
民
か
ら
直
接
掠
奪
し
た
。
金
融
整
頓
の
口
実

の
下
、
同
年
八
月
湖
南
銀
行

を
閉
鎖
し
、

裕
湘
銀
行

(湘
人
は
禍
湘
銀
行
と
呼
ん
だ
。
)
を
設
立
し
、
銀
行
資
本
金
を

一
千
万
と
定
め
た
。
そ
の
内
わ
け
は
、
北
京
政
府
の
揆

款
二
百
万
元
、
某
国
公
司

(
日
本
の
三
井
公
社
と
推
測
さ
れ
る
)
に
借
り
た
米
塩
公
司
株
式
三
百
万
元
、
の
こ
り
五
百
万
元

は
湖
南
私
商
に
命
じ

　
お
　

て
取
り
立
て
た
。
そ
し
て
、
部
下
で
あ
る
軍
需
課
長
を
こ
の
銀
行

の
経
理
に
さ
せ
、
銀
行
を
張
個
人
の
実
質
的
蓄
財
機
構
に
し
て
し
ま

っ
た
。

ハめ
　

ま
た
、

一
九

一
六
年
と

一
九

一
九
年
の
二
年
の
間
、
毎
年
銅
元
表
を
発
行
し
、
二
五
〇
万
元
の
利
潤
を
得
た
。
ま
た

「湖
南
銀
行
清
理
庭
」
を

設
立
し
、
所
謂

「有
奨
恵
民
巻
」
二
百
万
枚
を
発
行
し
、
毎
枚
当
た
り
銀
洋
五
元
で
商
家
に
売

っ
た
。
し
か
し
、
購
買
者
が
少
な
か

っ
た
た
め
張
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　ヨ
　

は
強
制
的

に
売
り

つ
け
、
人
民
の
怨
声
が
高
ま
り
、
公
然
た
る
反
抗
さ
え
も
起
こ
し
た
。

一
方
、
張
は
裕
湘
銀
行
に
命
じ

て
銀
元

一
千
万
元
、
銅

元
三
千
万

元
を
発
行
さ
せ
、
市
場
経
済
及
び
省
政
府

の
財
政
を
混
乱
に
陥
れ
た
。
当
時
流
通
し
て
い
た
濫
表

の
総
額
は
湖
南
銀
行
両
票
約
千
百
万

両
、
銀
元
票
約
九
万
余
元
、
銅
元
票
約

一
万

一
千
串
、
湖
南
軍
用
票
百
万
元
、
債
票
五
〇
万
元
、
朱
沢
黄

(湘
軍
小
軍
閥
)
が
発
行
し
た
軍
用
票

　
お
ソ

及
び
穀
債
票
約
五
千
万
元
、
広
西
銀
行
票
約
二
百
万
元
、
さ
ら
に
無
数
に
偽
造
し
た
銅
元
票
等
で
あ

っ
た
。
当
時
の
総
商

会
月
報
は
湖
南
貨
幣
の

　お
　

紊
乱
状
況

に
つ
い
て

「出
去
省
外
、
好
像
外
国
旅
行

一
様
、
毎
次
要
換
銭
、
貿
易
也
真
困
難
」

の
よ
う
に
説
明
し
た
。
こ

の
よ
う
な
状
況
の
下
で
、

湖
南
銀
行

の
紗
票
価
値
は

一
九

一
八
年
に
銀
元
票

一
元
当
た
り
湖
南
銀
元
票
は
三
元
で
あ

っ
た
。

一
九

一
九
年
に
は
毎
銀

一
元
当
た
り
湖
南
銀
元

　　
　

票
は
十
五
元
乃
至
十
六
元
に
も
な

っ
た
。
そ
の
た
め
、
票
券
は
廃
紙
に
な
り
、
米

一
斗
は
百
串
、
監

一
斤
は
銀
四
両
に
も
な
り
、
田
賦

の
税
収
は

　ゆ
　

現
物
で
代
替
さ
れ
、
産
業
は
破
壊
さ
れ
、
工
商
業
も
停
頓
さ
れ
た
。
当
時
別
の
省
で
は
依
然
湘
西
銀
行
票
と
南
軍
軍
票
等

五
百
数
十
万
元
が
流
通

し
て
い
た
が
、
湖
南
で
は
新
紗
票
の
価
値
を
保
護
す
る
た
め
、
旧
票
の
価
値
を
急
落
さ
せ
た
。
当
時
各
省
で
発
行
さ
れ
た
紗
票
の
実
質
価
値
は
、

表
二
十
三

の
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
表
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
湖
南

の
紗
票
価
値
が

一
番
低

い
。
こ
の
よ
う
な
軍
閥
の
金
融
破
壊
行
為
は
紗
票
の
貨
幣

と
し
て
の
流
通
価
値
を
喪
失
さ
せ
、
金
融
の
機
能
を
縮
小
さ
せ
た
。
こ
う
し
て
湖
南

の
資
本
階
層
は
甚
大
な
影
響
を
受
け
た
。
当
時
長
沙
の
商
義

　お
　

会
、
銭
業
公
所
は
裕
湘

・
中
国

・
交
通
等
三
銀
行
に

「市
場
救
済
資
金
」

の
設
立
を
建
議
し
た
が
、
拒
絶
さ
れ
た
こ
と
も
あ

っ
た
。
こ
の
よ
う
な

状
況
の
下

で
、

一
次
大
戦
以
来
発
展
し
た
湖
南
第

一
機
械
製
粉
公
司

・
和
豊
火
柴
公
司

・
湖
南

・
光
華
等
電
燈
公
司
等
多
く

の
企
業
が
破
産
或
い

　
お
　

は
休
業
に
追
い
込
ま
れ
た
。
し
か
し
湖
南
に
設
立
さ
れ
た
外
国
資
本
企
業
は
こ
の
よ
う
な
影
響
を
受
け
な
か

っ
た
。
『支

那
雑
誌
』

の
記
事
に
よ

る
と
、
「
張
敬
尭
は
湖
南
銀
行
が
発
行
す
る
貨
幣

の
流
通
を
停
止
し
た
が
、
外
国
人
は
こ
の
政
策
に
つ
い
て
、
湖
南
銀
行

は
省
立
銀
行
で
あ
り
、

個
人
銀
行

で
は
な

い
の
で
、
こ
の
銀
行
が
発
行
し
た
貨
幣
は
依
然
湖
南
貨
幣
と
し
て
代
表
性
を
持

っ
て
い
る
と
認
識
し
、
外
国
人
は
継
続
し
て
使

　ゆ
　

用
し
た
」
と
述

べ
て
い
る
。
張
の
金
融
政
策
は
そ
の
財
源
が
外
国
か
ら
の
借
款
で
あ

っ
た
の
で
、
外
国
資
本
の
こ
の
よ
う
な
態
度
に
対
し
て
妄
り

に
国
内
商
人
と
同

一
の
措
置
を
取
る
こ
と
は
な
か

っ
た
。
さ
ら
に
外
国
資
本
は
湖
南
民
族
企
業
が
経
営
上
困
難
な
時
期
に
あ
る
の
を
利
用
し
て
、

湖
南
の
資
本
市
場
を
独
占
し
よ
う
と
し
た
。
こ
の
よ
う
な
金
融
混
乱
の
状
況
で
、
被
害
を

一
番
多
く
受
け
た
階
層
は
小
商
人
及
び
農
民
で
あ

っ
た
。

ほ
と
ん
ど
価
値
が
な
く
な

っ
た
こ
の
貨
幣
を
使
用
し
た
階
層
は
、
こ
れ
ら
の
農
民
で
あ

っ
た
の
で
、
彼
ら
の
生
活
難
は
各
市
場

の
商
業
活
動
及
び

　
お
　

購
買
力
を
低
下
さ
せ
、
物
価
騰
貴
に
と
も
な
い
小
民
の
生
活
は
次
第
に
窮
乏
し
て
そ
の
怨
声
は
爆
発
寸
前
で
あ

っ
た
。

軍
閥
統
治
中
下
に
お
け
る
、
こ
の
よ
う
な
農
民
の
生
活
と
農
村
に
対
す
る
軽
視
は
、
以
後
農
民
の
反
抗
を
起
こ
さ
せ
る
最
大
の
要
因
と
な

っ
た
。

一燭一



表231915年 全國各省紗票的實質債値

省 別

東三省

湖 南

河 南

安 徽

湖 北

江 西

廣 西

廣 東

山 西

獲 行 額

34,650,157兀

36,000,000

2,200,000

780,000

30,000,000

8,000,000

3,000,000

32,000,000

720,000

流通償値%

62

56

100

100

80

67

90

60

100

實 質 債 値

21,483,097元

14,960,000

2,200,000

780,000

24,000,000

53,600,000

2,700,000

19,200,000

720,000

資 料 來 源:TheChinaYearBook1919-1920年,頁364。

表24湖 南歴年災

年別

1914

1915

1917

1918

1919

1920

1921

1922

1924

区別

水旱

水

水

水

水

旱

旱.

水

旱

水

災害縣数

50

24

湘 中,西,10

50

全省

洞庭湖21

長沙西,北 部

46

災 害 状 況

被 水:244萬 畝,被 旱:270萬 畝

岳 計 災 民13000～14000

災 民 少 者5万 ～6万 多者:30万 ～40万

飢民200万

餓死病死不計其数

同 上

同 上

註

①

②

②

③

②

③

③

③

②

④

資 料 來 源:① 民 国 六 年 経 済 年 鑑,p573

② 天 野 元 之 助,支 那 農 業 史 論,p.p.696～698。

③ 湖 南 近 百 年 大 事 記 述,p.p.385,427,440。

④ 大 山,「 水 旱 災 遍 及 十 二 省 区 」東 方 雑 誌 第2114號

……



湖
南
省
は

一
九

一
〇
年
代
末
か
ら

一
九
二
〇
年
代
初
頭
ま
で
の
期
間
の
中
、
戦
乱
と
自
然
災
害
が
特
に
多
か

っ
た
。
(参

照
表
二
十
四
)
農
民
は

こ
の
よ
う

な
戦
乱
と
自
然
災
害
に
あ
う
と
、
生
産
能
力
を
喪
失
し
、
手
工
業
等

の
副
業
も
喪
失
し
、
多
く
が
游
民
化
し
た
。
彼
ら
は
生
活
の
た
め

　　
　

農
村
を
離

れ
、
都
市
或

い
は
他
省

へ
移
動
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
軍
閥
は
救
済
措
置
を
取
ら
ず
、
逆
に
弾
圧
措
置
を
取

っ
た
。
例
え
ば
、

一
九

一

八
年
の
大
水
災

の
時

都
市

へ
流
入
し
よ
う
と
す
る
者
が
毎

日
五
千
余
人
に
上

っ
た
樋
、
張
敬
尭
は
災
民
の
都
市
流
入
を

厳
禁
憾
・
北
京
政
府
の

救
済
費
蔓

中
間
で
私
し
煙
。
こ
の
た
め
災
民
は
盗
匪
と
連
繋
し
、
治
安
を
妨
害
す
る
事
態
に
ま
で
至
っ
た

・

一
九
二
。
年

の
兵
災
以
後
・
農
民

に
賦
課
さ
れ
た
徴
収
額
は
さ
ら
に
増
加
し
た
。
潭
延
闇
、
趙
恒
場
等
督
軍
は
軍
費
の
拡
充
を
は
か
る
た
め
、
約

一
五
〇
万

石
の
米
を
省
外
に
移
出

す
る
等
、
軍
閥

の
横
暴
は
さ
ら
に
は
げ
し
く
な
り
、
都
市
流
入
し
よ
う
と
す
る
飢
民
と
湖
北
、
江
蘇
等
他
省

へ
移
住
し
よ
う
と
す
る
乱
民
も
増
加

し
た
。
そ

の
う
ち
沿
途
で
餓
死
す
る
者
も
、
そ
の
数
は
知
れ
な
か

っ
た
。
当
時
督
軍
趙
恒
場
は
自
己
の
安
全
の
為
、
軍
警
を
派
遣
し
、
飢
民
の
入

城
を
阻
止
し
た
。

一
方
飢
民
表
を
発
給
し
、
か
れ
ら
を
鉄
道
局

へ
依
頼
し
て
湘
陰

・
岳
州
等

の
地

へ
移
送
さ
せ
、
乞
食
さ
せ
る
よ
う
に
し
煙
。
特

に

一
九
二

一
年

の
災
害
は
極
限
に
達
し
、
飢
民
が
全
省
人
口
の
二
〇
%
を
占
め
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
救
済
措
置
は
取
ら
れ
ず
、
む
し
ろ

「滲

糠
」
政
策
を
実
施
し
、
災
民
を
省
外

へ
駆
逐
し
た
ほ
か
、
所
謂

「援
那
自
治
」
戦
争
を
お
こ
す
と
い
う
口
実
の
下
に
田
賦
等
の
税
金

の
徴
収
を
強

化
し
た
。
こ
う
し
て
そ
の
年
の
軍
費
は

一
千
四
百
万
に
も
達
し
、
政
費
は
三
百
万
に
も
達
し
た
が
、
救
荒
費

の
予
算
は
策

定
さ
れ
も
し
な
か

っ
煙
。

湖
南
の
連
年
の
天
災
発
生
は
、
地
理
的
条
件
か
ら
堤
防
の
築
造
が
不
可
能
で
あ

っ
た
点
に
起
因
す
る
。
従

っ
て

一
旦
旱

災
が
到
来
す
れ
ば
、
赤

地
が
は
て
し
な
く
拡
が
り
、
餓
死
者
は
数
万
人
に
も
上

っ
た
。
だ
か
ら
、
湖
南
の
主
要
な
防
災
政
策
は
水
利
事
業
と
救
済

政
策
で
あ

っ
た
。
し
か

し
、
軍
閥
統
治
時
期
に
は
い
っ
た
後
は
、
軍
閥
政
府
は
こ
の
よ
う
な
政
策
を
実
施
せ
ず
、
む
し
ろ
軍
閥
内
戦
だ
け
を
起
こ
し
、
湖
南
省
は
全
省
が

戦
火
に
お

お
わ
れ
た
。
特
に
農
村
の
破
壊
は
農
民
の
生
活
能
力
を
消
滅
さ
せ
反
軍
閥
運
動
の
雰
囲
気
を
造
成
さ
せ
た
。
当
時

の
新
聞
は
、
こ
の
よ

　お
　

う
な
状
況

に
つ
い
て
帝
国
主
義
支
配
下
の
民
衆
さ
え
も
こ
の
よ
う
な
行
動
を
取
ら
な

い
と
報
道
し
て
い
た
。
救
済
政
策
と

は
農
民
生
活
の
安
定
を

図
り
、
農
民
が
農
村
経
済
に
全
力
で
従
事
で
き
る
条
件
を
整
え
る
政
策
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
が
、
軍
閥
は
救
済
政
策
を
実
施
し
な
か

っ
た

か
ら
農
村
経
済
を
破
壊
さ
せ
、
農
民
の
反
軍
閥
情
緒
を
高
揚
さ
せ
る
根
本
原
因
に
な

っ
た
。

こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
も
、

一
番
重
要
な
問
題
は
民
食
問
題
で
あ

っ
た
。
湖
南
は
大
部
分
の
耕
地
が
稲
田
で
あ
り
、
米
生
産
量
は
全
国
で
二

・

　れ
　

三
位
で
あ

り
、
従
来
か
ら

「雨
湖
熟
、
天
下
足
、
湖
南
熟
、
湖
廣
足
」
と

い
う
成
語
が
あ
る
ほ
ど
で
、
中
国
南
部
各
省

の
食
米
を
供
給
し
、
水
路

　カ
　

交
通
の
発

達
と
と
も
に
重
要
な
位
置
を
占
め
た
。
し
か
し
、
清
末
以
後
湖
南
で
は
む
し
ろ
槍
米
風
潮
等
食
糧
不
足
の
現
象

が
起
こ
っ
た
。
そ
の
主

一儒一



要
な
原
因
は
商
人
、
地
主
に
よ
る
買

い
占
め
と
売
り
惜
し
み
に
あ

っ
た
が
、
軍
閥
統
治
以
後
に
は
、
内
戦
に
よ
る
土
地

の
荒
廃
、
農
民
の
離
農
、

天
災
、
鴉
片
栽
培
面
積
の
拡
大
及
び
軍
閥
の
米
輸
出
等
、
そ
の
原
因
は
多
様
で
あ

っ
た
。
こ
う
し
て
米
生
産
は
減
少
し
、
米

の
流
出
は
食
米
不
足

の
現
象
を
招
来
し
た
。
当
時
湖
南
の
米
荒
状
況
は
表
二
十
五
の
よ
う

で
あ
る
。
当
時
の
米
荒
は
こ
れ
ら
二
八
県
以
外

の
全
省

の
県
に
す
べ
て
共
通

　あ
　

し
て
い
た
。
湖
南
の
連
年

の
米
価
は
毎
升
百
文
を
超
過
し
た
時
は
荒
年
で
あ

っ
た
。
こ
の
よ
う
な
米
価
状
況
と
比
較
し
て
見

る
と
、
当
時
の
米
荒

が
い
か
に
厳
し
か
っ
た
か
を
理
解
で
き
る
。

米
荒
を
も
た
ら
し
た
主
た
る
原
因
は
、
米
生
産
量
の
減
少
に
あ

っ
た
。
(参
照
表

二
十
六
)
こ
の
よ
う
に
米
生
産
が
減
少
し
た
原
因
は
、
前
述

の
よ
う
に
、
耕
地
の
不
足
、
頻
繁
な
天
災
、
労
働
力
の
不
足
、
鴉
片
栽
培
面
積
の
拡
大
等
に
あ

っ
た
。

煙
税
は
軍

閥
の
主
要
収
入
源
で
あ

っ
た
。
当
時
毎
県
の
煙
税
収
入
は
三
、
四
十
万
か
ら
百
数
十
万
に
も
達
し
た
。
農
民
は
従
来
か
ら
煙
草
を
副

収
入
源
と
し
て
栽
培
し
て
き
た
が
、
後
そ
の
所
得
で
は
税
金
を
完
納
で
き
な
か

っ
た
の
で
、
栽
培
率
が
減
少
し
た
。
し
か
し
軍
閥
は
収
入
の
減
少

　り
　

を
防
止
す
る
た
め
、
不
栽
培
農
家
に
税
金
を
増
額
す
る
等
栽
培
を
強
要
し
た
。
ま
た
軍
閥
は
鴉
片
栽
培
を
拡
大
す
る
た
め
、
小
麦
に
代
え
て
鴉
片

　
お
　

の
栽
培
を
強
要
し
た

(鴉
片
と
小
麦
の
栽
培
時
期
は

一
致
し
て
い
る
)。
な
お
不
足
の
鴉
片
種
子
は
奉
天
に
供
給
を
あ
お

い
だ
。
従

っ
て
、
小
麦

の
生
産
量
は
大
幅
に
減
少
し
た
。
小
麦
は

一
般
貧
農

の
半
年
分
の
糧
食
を
ま
か
な

っ
た
か
ら
、
鴉
片
煙
の
栽
培
地
増
加
後
は
、
小
麦
輸
出
の
断
絶

は
勿
論
、
春
窮
期
時
の
食
糧
恐
慌
を
も
誘
発
さ
せ
た
。

湖
南
に
お
け
る
食
米
不
足
の
も
う

一
つ
の
原
因
は
、
軍
閥
に
よ
る
米
の
大
量
移
出
で
あ

っ
た
。
民
国
以
後
内
戦
、
天
災
等

の
た
め
、
米
生
産
量

が
減
少
し
た

の
で
、
湖
南
省
政
府
は
米
の
輸
出
を
林示
正
し
た
。
(参
照
表
二
十
七
)
こ
の
時
軍
閥
は
軍
米
を
確
保
す
る
と

い
う
口
実

の
下
に
、
米

の
移
出
禁
止

に
同
調
し
た
が
、
時
々
米
移
出
解
禁
時
を
利
用
し
、
米
移
出
を
代
行
で
き
る
商
人
に
護
照
を
発
行
し
、
米
流
通
時

の
関
税
を
収
奪
し

た
。
こ
の
よ
う
な
行
為
は
過
去

の
地
方
官
員
が
利
用
し
た
蓄
財
方
法
の

一
種

で
あ

っ
た
。
湖
南
米

の
流
通
方
式
は
、
農
民

が
米
商
人
或

い
は
米
行

に
米
を
売
り

、
彼
ら
は
さ
ら
に
輸
出
商
に
転
売
し
た
り
す
る
と
い
う
も
の
で
あ

っ
た
。
湖
南
全
省

の
米
行
は
八
家
が
あ

っ
た
。
糧
食
行
が
三
十
余

家
、
糧
行
が
百
家
、
米
坊
が
三
百
余
家
あ

っ
た
。
そ
の
う
ち
米
行
が
米
穀
買
売
の
権
利
を
持

っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
権

利
は
中
国
官
僚
の
特
別

　
の
ソ

な
許
可
に
よ

っ
て
得
ら
れ
る
。
故
に
か
れ
ら
は
中
間
で
大
量
の
利
益
を
獲
得
し
た
。
こ
う
し
て
軍
閥
は
こ
の
状
況
を
利
用
し
、
米
商
人
に
米
流
通

の
護
照
を
発

行
し
、
護
照
費
と
米
移
出
時
の
楚
金
等
を
私
有
化
し
た
。

当
時
米
移
出
時
の
楚
金
、
付
加
税
、
海
関
税
、
楚
金
付
加
税
等

の
税
率
は
、
次
の
よ
う
で
あ

っ
た
。
靖
江
、
易
俗
河
等

米
の
集
産
地
で
は
、
毎
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表25湖 南各縣米荒情況(1925年)

縣別

岳陽

益陽

湘潭

桃源

醗陵

寧郷

新化

平江

安化

宝慶

新寧

衡陽

沈江

湘陰

長沙

況陵

衡山

湘郷

會同

寧遠

新田

常徳

澗陽

常寧

道縣

祁陽

胎陽

慈利

現在毎升米価

三百文

三百文

二百八十文

三百二十文

三百文

三百鹸文

三百五十文

三百文

四百文

三百六七十文

三百蝕文

三百文

二百八十文

三百蘇文

二尺七八十文

四百七八十文

三百文

四百文

四百文

三百蘇文

三百蘇文

三百文

二百鹸文

五百文

三百文

二百鯨文

三百鯨文

三百文

米 荒 情 形

有銭無市,惟 尚無暴動 。

谷米将馨,小 民多以雑糧充饒,壮 者多逼而爲匪。

巳有聚衆殿揚米坊及向富戸坐食者,逼 爲匪盗者亦有之。

掘食茶齊者有之,買 児女者亦有之,較 民九早災情形尤爲緊急。

巳爽現聚衆向富戸坐食事,西 嘔各校多因無食而罷課 。

旱 巳掘食 草芽樹葉,甚 有餓死者。

巳有聚衆千蝕人向富戸坐食情形。

刻下尚無暴動。

居民以草根樹葉爲食。

民多逼而 爲匪,致 該縣迩來匪勢益熾。

貧民有餓死者,並 有人民敷十,環 請縣知事獲賑。

巳有聚衆敷千打殿米坊情事,該 縣各校将因無食而停課。

巳聚衆乞食。

貧民多掘食繭種,或 聚衆向富戸坐食。

尚無暴動,惟 四郷巳多有無米爲炊二,三 日不學火者 。

人民久巳以雑糧爲食,現 在雑糧亦将告壷屋　。

巳有男女敷千泣請縣署護賑,並 有聚衆打殿米坊事 。

有銭無市,閾 荒情形,醍 醸甚烈。

災民巳及十蝕萬,壮 者 多入匪党。

多以泥土 爲食,脹 死者 巳不少。

多掘草根樹芽,有 餓艶者。

全域僅存谷萬鯨石,絶 食即在 目前。

現存穀米極少,蕎変雑糧亦将壷絶,人民有一日一食者,甚有二・三日始一食者

關荒風潮醍醸甚属。

有銭無市,人 民多食草木葉。

巳有餓死者。

無可得食,餓 艶者多。

人多以草根樹葉爲食,或 有吃観音土者 。

資料來源:章 有義編 「中國近代農業史資料」第2巻,頁632～633。
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表26 湖南省米収穫累年比較

年 別

1911

1914

1915

1917

1920

米産量(石)

70,000,000

206,376,157

198,678,830

50,789,o94

47,860,000

註

①

②

②

③

④

説 明:當 時 毎 石 的 重 量:長 沙148斤

常 徳144斤,靖 港147斤,易

俗 河155斤 。

資 料 來 源:

① 宜 統 三 年 中 國年 鑑,頁249。

② 民 國八 年 中 國 年 鑑,頁987。

③ 第 一 回 中 國年 鑑 下,頁865。

④ 梁 楊 庭 「近 年 來 我 國 食 米 之 概 況 」

頁135。

表27歴 年湖南禁米出口表

年別

1912

1913

1914

1915

1916

1917

1918

1919

1920

地域

長沙

長沙

岳州

長沙

岳州

岳州

長沙

岳州

長沙

岳州

長沙

岳州

長沙

禁止有 効期間

4月6日 ～12月25日

3月1日 ～11月16日

3月1日 ～11月11日

～9月27日

7月1日 ～

7月1日 ～

績 上 年

績 上 年

績 上 年

績 上 年

年別

1920

1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

地域

岳州

長沙

岳州

長沙

岳州

長沙

岳州

長沙

岳州

長沙

長沙

長沙

長沙

禁止有効期 間

5月 ～

績 上 年

2月21日 ～

2月 ～11月28日

7月31日 ～

8月 ～

除 軍 漕 米 外,概 禁 止 出 口

～12月31日

5月21日 ～8月20日

11月4日 ～

資 料來源:

① 巫實三,「 中國 糧食 封外 貿易」,轄 見登 雲特 『中 國救荒 史』,民 國26年11,頁34～

35。

① 天野 元之 助,「 支那 農業 経濟論 」,頁696～698。
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一
石
当
た
り
三
文
で
あ

っ
た
。
輸
出
商
が
省
外

へ
運
出
す
る
時
は
、
船
積
み
前
の
楚
金
が

一
四
四
文
、
付
加
税
が
四
百
文
、
農
会
補
助
掲
が

一
六

　
　

　

ロ

文
、
船
積

み
後
毎

一
石
当
た
り
海
関
税
が
銀

一
銭
で
あ

っ
た
。
し
か
し
民
営
船
舶
の
船
積
み
時
の
付
加
税
は
わ
ず
か
に
四
七
〇
文
で
あ

っ
た
。
し

　
　

　

か
し
輸
入
米
に
対
し
て
は
民
営
の
場
合
通
過
税
と
落
地
税
が
あ

っ
た
。
護
照
費
は
大
抵

一
石

(約
銀

一
元
五
角
乃
至
二
元

)
で
あ

っ
た
。
護
照
と

は
政
府
が
米

の
移
出
を
担
当
す
る
商
人
、
商
行
に
発
行
す
る
許
可
謹
で
あ
り
、
別
の
商
人
に
譲
渡
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
当
時
督
軍
は
軍
用
米
を

　　
ソ

買
い
入
れ
る
と
い
う
口
実

の
下
、
こ
れ
を
大
量
に
発
行
し
、
財
富
を
蓄
積
し
た
。

当
時
中
国
で
は
豊
年
の
年
に
も
常
に
米
が
不
足
し
た
。
そ
れ
で
毎
年
米
の
輸
入
は
八
百
余
万
石
に
も
な
り
、
そ
の
価
格
は
五
、
六
六
〇
余
万
元

　お
　

で
あ

っ
た

。
(当
時
の
米

の
毎

一
石
当
た
り
の
価
格
は
六
元
乃
至
七
元
で
あ

っ
た
)
当
時
日
本
で
も
米
不
足
現
象
が
起
こ

っ
て
い
た
。
日
本
は
も

ハ
　
　

と
は
品
質
が
比
較
的
良
好
な
江
蘇
米
を
主
に
輸
入
し
た
が
、
当
時
、
米
不
足
の
時
に
は
大
量

の
米
が
必
要
で
あ

っ
た
の
で
、
輸
出
商
人
は
価
格
が

比
較
的
低
廉
な
湖
南
米
の
輸
出
を
企
図
し
、
湖
南
米
の
解
禁
を
要
求
す
る
に
至

っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
湖
南
軍
閥
は
、
そ
の
経
済
的
基
盤
が
外

国
資
本
に
あ
り
、
ま
た
米
流
通
時
の
据
税
と
護
照
費
を
利
用
し
、
軍
費
の
拡
充
と
個
人
の
財
富
を
蓄
積
す
る
た
め
に
、
結
局
湖
南
米
の
輸
出
の
禁

　
あ
　

令
を
解
除

し
、

一
九
二
〇
年

一
月
、
当
時

の
督
軍
張
敬
発
は
毎
年
三
百
万
石
の
米
の
輸
出
を
公
布
し
た
。
湖
南
省
当
局
の
統
計
に
よ
る
と
、
湖
南

米

の
毎
年
剰
余
量
は
三
百
万
石
か
ら
七
百
万
で
あ

っ
た
が
、
当
時
日
本
外
務
省
の
記
録
に
は
た
だ
数
十
万
石
と
し
か
記
録

さ
れ
て
い
な

い
。
即
ち
、

当
時
湖
南
米
の
状
況
に
対
し
て
、
日
本
側
は

「最
近
土
匪
が
発
生
し
、
金
融
混
乱
が
起
こ
り
、
米
穀

の
購
買
力
が
少
な
い
の
で
、
省
内

の
米
価
は

　
　
　

暴
騰
し
て

い
る
。
故
に
米
輸
出

の
解
禁
は
非
常
に
困
難
で
あ
る
。
」
と
評
価
し
て
い
た
。
当
時
中
国
米

の
輸
入
を
通
じ
て
食
糧
不
足
状
況
を
解
決

し
よ
う
と

し
た
日
本
側
の
こ
の
よ
う
な
評
価
を
見
る
と
、
当
時

の
米
解
禁
は
不
可
能
な
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
軍
閥
の

米
解
禁
政
策
実
施
は
湖
南
農
民
の
民
食
問
題
を
再
発
さ
せ
、
結
局
湖
南
農
民
の
反
軍
閥
運
動
を
呼
び
起
こ
し
た
。
北
京
政
府
は
こ
の
事
件
に
対
し

て
、
王
占

元
を
湖
南
に
派
遣
し
、
省
政
府
と
妥
協
す
る
措
置
を
採
択
し
、
ま
ず
米
五
十
万
石
を
輸
出
し
、
以
後
省
内
の
米

の
状
況
を
勘
案
し
て
決

定
す
る
方

法
を
取

っ
た
。

一
方
、
米
輸
出
委
託
商
人
に
補
助
費
を
支
給
し
、
輸
出
税
は
毎

一
石
当
た
り

一
元
と
定
め
て
湖
南
省
の
軍
費
を
補
充
さ

　　
　

せ
る
措
置

を
取

っ
た
。
こ
の
よ
う
な
措
置
に
対
し
、
湖
南
人
の
直
接
的
反
応
は
な
か
っ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
規
定
に
よ
っ
て
輸
出
し
た
と
い
う
確

証
も
な
く
、
ま
た
輸
出
量
を
制
限
す
る
こ
と
も
で
き
な
か

っ
た
。
そ
し
て
商
人
に
対
す
る
補
助
は
、
む
し
ろ
官
権
と
商
業

資
本
の
結
合
を
強
化
さ

せ
、
軍
閥

の
横
暴
を
助
長
す
る
結
果
を
招
来
し
た
。
即
ち
、
中
央
政
府
と
地
方
軍
閥
が
互

い
に
結
合
し
て
国
民
を
収
奪
支
配
し
た
、
当
時
の
状
況

が
湖
南
省

の
事
例
か
ら
も
窺
え
る
。

一協一



　
　
　

一
方
、
湖
南
の
米
は
南
北
軍
閥
の
重
要
な
争
奪
の
対
象
で
あ

っ
た
。
当
時
湖
南
に
駐
屯
し
た
南
北
軍
の
数
は
二
十
五
万

人
に
も
な

っ
た
。
こ
れ

は
軍
民

の
米
不
足
現
象
に
さ
ら
に
拍
車
を
か
け
る
要
因
で
あ

っ
た
。
学
界
の
要
求
に
従

っ
て
米
輸
出
を
解
禁
し
た
と
い
う
張
敬
発
の
口
実
も
偽
造

さ
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
事
実
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
時
学
生
及
び
各
界
人
士
は

「
擅
開
米
禁
」
、
「運
米
済
日
」
等
を
罪
悪
と
し
て
数
え
あ
げ

　
お
　

て
い
た
。
湖
南
軍
閥
に
と

っ
て
は
税
金
の
大
量
徴
収
だ
け
が
関
心
事
で
、
民
食
を
充
足
で
き
る
か
否
か
は
重
大
事
で
は
な

か
っ
た
。
ま
た
、
軍
閥

の
部
下
や
兵
士
は
価
値
が
な
く
な

っ
た
湖
南
銀
行
票
を
利
用
し
、
米
を
購
買
し
よ
う
と
し
た
の
で
、
米
商
と
争

い
殴
打
す

る
等
、
軍
閥
の
横
暴
は

ハ
の
　

極
に
達
し
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
米
輸
出
は
米
不
足
現
象
を
引
き
起
こ
し
、

一
九

一
八
年
十

一
月
の
米
価
は
毎

一
石
当
た
り
五
五
串
文

に
も
達
し
た
。
こ
の
よ

う
な
米
価

の
高
値
は
湖
南
で
は
従
来
見
ら
れ
な
か

っ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
湖
南
軍
閥
政
府
は
軍
費

の
拡
張

、
頻
々
と
し
て
起
こ
る

水
、
旱
災
等

の
た
め
、
湖
南
の
民
食
問
題
を
解
決
で
き
な
か
っ
た
。
こ
こ
に
農
民
の
蜂
起
が
起
こ
っ
た
。
か
れ
ら
は
米
店
を
襲
撃
し
、
米
価
の
調

　ぬ
　

整
を
要
求
し
た
の
で
、
当
時
長
沙

の
米
店
は
ほ
と
ん
ど
倒
産
す
る
と

い
う
事
態
が
発
生
し
た
。

湘
潭
県
は
湖
南
の
主
要
平
野
地
帯
で
あ
り
、
米
産
地
で
あ
る
。
当
時
の
湘
潭
県
農
民
の
生
活
状
態
を
見
る
と
湖
南
全
農

民
の
生
活
状
況
を
知
る

こ
と
が
で
き

る
と
思
う
。

一
九
二
六
年
の
湘
潭
県
農
民
の
階
層
構
成
及
び
所
得
状
況
は
、
表
二
十
八
の
よ
う
で
あ
る
。
湘

潭
の
階
層
構
成
は
貧
農

(佃
農

・
雇
農

・
農
業
労
工

・
手
工
業
労
働
者
)
が
全
県
人
口
の
八
二
%
を
占
め
、
半
自
作
農
を
足
せ
ば
九
二
%
に
も
な

っ
た
。
表
二
十
九
を
見

る
と
、
各
階
層
に
よ
っ
て
所
得
額
が
異
な
る
こ
と
も
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
九
二
〇
年
代
中
国
農
戸
の
毎
一

戸
当
た
り

人
口
は
、
平
均
五

・
六

ハ
　

ハ　

二
人
で
あ

っ
た
。
食
米
消
費
量
は

一
人
当
た
り

一
年
に
二
石
五
斗
七
升
で
あ

っ
た
。
(毎
日
お
よ
そ

一
斤
)
こ
の
統
計
に
よ

っ
て
計
算
す
れ
ば
、

農
戸
一

戸
当

た
り
の

一
年
の
生
活
費
は

一
七
三

・
三
元
で
あ

っ
た
。
B
u
c
k教
授
の
計
算
で
は
二
二
八
元

(
一
家
六
人
を
基
準
)、
M
a
l
l
o
r
y

教
授

　
ゆ

ソ

は

一
五
〇
元

(
一
家
五
人
を
基
準
)
と
計
算
し
た
。
東
方
雑
誌
で
は
六
人
家
族
で
最
低
生
活
費
を
二

一
〇
元
、
五
人
家
族

で

一
七
五
元
と
い
う
数

ハゐ
　

字
を
出
し
て

い
る
。
こ
れ
ら
の
計
算
結
果
に
は
大
差
が
な

い
。
し
か
し
、
湘
潭
県
農
民
各
階
層
と
こ
れ
ら
の
統
計
と
を
比
較
す
る
と
、
そ
の
差
が

大
き

い
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
湘
潭
県
農
民
の
大
部
分
は
七
%
の
自
作
農
以
外
は
す
べ
て
そ
の
平
均
生
活
費
に
達

し
て
い
な

い
。
特
に
農

村
人
口
中
、
八
二
%
を
占
め
る
佃
農
、
雇
農
、
農
業
労
働
者
、
手
工
業
労
働
者
等
の
収
入
は
非
常
に
低
く
、
そ
の
収
入
額

は
せ
い
ぜ
い

一
二
元
か

ら

一
一
〇

・
九
元
で
あ

っ
た
。
こ
れ
は
生
活
を
営
む
の
に
最
低
限
必
要
な
食
費
に
も
事
欠
く
額
で
あ

っ
た
。
湘
潭
県
は
湖
南
省
で
は
比
較
的
富
裕

な
地
区
だ
と

い
う
点
を
考
え
る
時
、
湖
南
省
農
民
の
困
窮
の
程
度
が
推
し
は
か
ら
れ
る
。
農
民
の
こ
の
よ
う
な
収
入
は
大
変
少
な
く
、
た
と
え
元
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表28湘 潭縣農民構成及所得(1926年)

嘔　分

佃　　　農

雇　　　農

農 業 勢 工

半 自耕 農

自　耕　農

手工業工人

百分比

45%

10%

10%

7%

7%

所 得 額 及 比 率

占収穫20%～40%

毎年所得工資由12元 至35元

毎日所得工資由8分 至2角

自己的田,由2・3畝 至20鯨 畝

自己的田,由20畝 至8・90畝

毎 日所得工資由一角至2角5分

資 料 來 源:

湖南 歴 史 資 料,1980, 第 一 輯,頁139～140。

表29　 湖南農民階層別年収入

階 層 別

自 耕 農

半自耕農

佃　　農

雇　　農

農業勢工

手L業工人

米 産 量

20畝 ×2.95石

90畝 ×2.95石

2畝 ×2.95石

20畝 ×2.95石

2畝 ×2.95石

20畝 ×2.95石

7.8畝 ×2。95石

7.8畝X2.95石

年所得額

　 59石 ×12元

265.5石 ×12元

5.9石 ×12元

59石 ×12元

5.9石 ×12元

　 59×12兀

23.01石 ×12元

23.01石 ×12元

0.08元 ×120日

0.2兀 ×120日

0.1兀 ×365日

0.25兀 ×365日

純 収 入 額

708兀

3186元

70.8元+55.4石

708兀 十55.4兀

70.8兀 十llO,88兀

708元+110.88元

277。2元 ×0.2

277.2元 ×0.4

12元 或

35元

9.6兀

24元

36.5元

91.25兀

総　計

708元

3186元

126.2兀

763.4元

181.6元

818.8兀

55.4兀

110.9元

12元

35兀

9.6兀

　24元

36.5兀

91.3元

備 考

以佃 農的 祖田 為基準

田賦.率=80/100(地 主:佃 農=80:20)

以佃農的 祖 田為基 準

田賦率 」60/100(地 主:佃 農=60:40)

田賦率=80/100(地t{:佃 農=80:20)

田賦率=60/100(地 主:佃 農=60:40)

長 工Il資:35元,短 工 工資:12元

収刈 ・挿秩 之際 為約4個 月,因 此

4×30=120日

以年中無休計算

説明:① 湘省當時毎畝平均生産量是平均2.95石,参 見表4-1-31。

　　　②1926年湖南米慣是11元 至12元(本表以12元 基準而作成)

　　　　資料來源:湖 南歴史資料,1890,第 一輯,頁50。

　　　③佃農平均祖田面積是7.8畝。

　　　　資料來源:神 田正雄,「湖南省綜覧」,海外社,昭 和13年。
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　め
　

全
収
入
を
生

活
の
た
め
ふ
り
あ
て
て
も
生
活
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
が
、
農
民
は
軍
改
、
地
主
の
搾
取
と
天
災
、
衛
生
等

の
偶
発
的

な
事
件
を
免

れ
な
か

っ
た
の
で
、
田
地
は
勿
論
妻
子
ま
で
も
売
る
場
合
が
日
常
茶
飯
事
で
あ

っ
た
。
当
時

の
統
計
調
査
に
よ

る
と
、
湖
南
農
村
の

貧
農
中
、
結
婚
率
は
七
〇
%
で
あ
り
、
地
主
、
富
農
の
結
婚
率
は

一
〇
〇
%
以
上
で
あ

っ
た
。
(
一
〇
〇
%
以
上
は
二
、
三
人
の
妻
子
が
い
る
こ

　り
　

と
を
示
唆
す
る
。
)
こ
れ
は
貧
農
と
富
裕
階
層
と
の
絶
対
的
な
格
差
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
社
会
の
不
健
全
と
不
安
定
を
暗

示
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
、
農
村
の
子
女
は
正
常
な
教
育
を
受
け
ら
れ
ず
、
た
だ
養
豚
、
養
牛
、
養
鶏
等

の
家
事
に
従
事
し

て
生
計
を
助
け
な
け
れ

　
　
ソ

ば
な
ら
な
か

っ
た
。
そ
れ
故
文
盲
率
は
九
七
%
に
達
し
て
い
た
。

同
時
に
、
農
民
の
大
部
分
は
最
低

の
生
活
を
維
持
す
る
た
め
、
副
業
に
従
事
し
た
。
そ
の
種
類
に
は
植
物
の
栽
培
、
家
畜

の
飼
育
、
紡
織
等
が

あ

っ
た
。
し
か
し
、
大
部
分
の
植
物
類
は
自
己

の
食
用
で
あ

っ
た
。
家
畜
は
地
主
と
小
財
主
に
提
供
し
た
。
そ
の
代
価
と
し

て
受
け
取
る
わ
ず
か

な
収
入
は
ほ
と
ん
ど
生
活
の
足
し
に
は
な
ら
な
か

っ
た
。
紡
織
即
ち
家
内
手
工
業
は
外
国
商
品
の
大
量
輸
入
の
た
め
、
次
第

に
消
滅
に
向
か
っ
た
。

そ
の
た
め
大
部
分
の
貧
農
は
毎
日
の
食
糧
を
心
配
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

一
年
の
う
ち
、
肉
を
食
べ
る
こ
と
は
容
易

で
は
な
か

っ
た
。
特

へ　
ソ

に
、
兵
災
、
天
災
の
時
、
農
民
は
民
食
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
。
衣
服
は
大
部
分
粗
雑
な
着
古
し
の
棉
布

で
あ

っ
た
。
夜
に
は

　
　
　

灯
の
火
さ
え

つ
け
ら
れ
な
い
と

い
う
有
様
で
、
農
民
の
生
活
は
非
常
に
苦
し
か

っ
た
。
こ
れ
ら
の
状
況
が
湖
南
農
民
に
組
織
を
促
成
さ
せ
る
客
観

的
条
件
を
与
え
た
こ
と
を
否
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

二

農
民
の
反
応

　　

　

軍
閥
統
治

時
期
以
前
、
列
強
の
侵
略
と
支
配
及
び
湖
南
省
の
保
守
勢
力
の
蹟
庵
は
湖
南
農
村

の
社
会
経
済
上
、
新
問
題
を
出
現
さ
せ
た
。
列
強

は
人
口
が
集

中
し
、
交
通
の
便
が
よ

い
長
沙

・
岳
州

・
常
徳

・
湘
潭
等
地
区
に
租
界
を
設
立
し
、
当
該
地
域
の
社
会

・
経
済
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
。

ま
た
湘
噂
幹
線
と
そ
の
支
線
及
び
京
漢
幹
線
の
経
営
権
を
掌
握
し
、
岳
州

・
常
徳

・
衡
州

・
永
定

・
辰
州

・
況
江
等
地
に
教
会
を
設
立
し
、
布
教

政
策
に
従
事

し
た
、
買
辮
資
本
を
利
用
し
、
砿
山
権
を
掌
握
す
る
等
湖
南
に
対
す
る
影
響
は
大
き
か
っ
た
。

一
方
、
国
内

保
守
士
紳
階
層
と
列
強
、

旧
官
僚

・
買
辮
資
本
は
互
い
に
結
託
し
、
農
民
の
土
地
と
生
産
機
能
を
掠
奪
し
た
。
故
に
、
失
業
農
民
は
盗
匪
と
流
眠
に
変
わ

っ
た
。
秘
密
結
社

の
組
織
も
急
速
に
増
加
し
た
。
湖
南
農
民
は
急
進
派
で
あ
る
謂
嗣
同

・
唐
才
常

・
黄
興

・
宋
教
仁

・
陳
天
華

・
楊
篤
生
等

の
革
命
思
想
の
伝
播
活

へ
　
　

動
に
影
響
を
受
け
、
列
強
と
官
僚
、
郷
紳
、
商
業
資
本
等
省
内
反
動
派
勢
力

へ
の
対
抗
を
始
め
た
。
か
れ
ら
の
代
表
的
活
動
に
は
麓
山
事
件

・
愈
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詰
慶
事
件

・
薄
測
醗
蜂
起

・
長
沙
槍
米
事
件
及
び
辛
亥
革
命
等
が
あ

っ
た
。
辛
亥
革
命
以
後
、
湖
南
農
民
は
自
己
の
力
量

に
依
存
し
、
自
分
自
身

の
向
上
の
た
め
努
力
を
し
た
が
、
結
局
挫
折
し
て
し
ま

っ
た
。
こ
の
最
大
原
因
は
軍
閥
、
買
辮
資
本
家

(官
吏
及
び
新
興
商
業
資
本
家
)、
大
地

主
の
結
合

に
よ
る
弾
圧
政
策
で
あ

っ
た
。
当
時
、
湖
南
農
村
に
出
現
し
た
各
種
状
況
は
、
辛
亥
革
命
以
前
の
状
況
よ
り
さ
ら
に
悪
化
し
た
状
態
で

あ

っ
た
。
こ
の
よ
う
な
現
象
は
農
民
の
游
民
化
か
ら
明
白
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
か
れ
ら
は
軍
隊
の
雇
兵
、
或
い
は
都
市
労
働
者

・
盗
匪

・
秘

密
結
社

(
哥
老
会

・
青
鴛
等
)
会
員
に
な
り
、
社
会
の
悪
循
環
は
継
続
さ
れ
た
。
游
民
人
口
の
増
加
は
失
業
人
口
の
増
加

を
表
示
し
て
お
り
、
社

会
問
題
と
直
結
す
る
重
要
問
題
で
あ
る
。
游
民
は
雇
兵
、
労
働
者
、
盗
匪
等
に
な

っ
た
が
、
そ
の
数
は

一
部
分
で
あ
り
、
社
会
に
残

っ
て
い
る
大

き
な
失
業
人
口
は
、
か
れ
ら
の
生
活
問
題
を
解
決
す
る
た
め
、
湖
南
農
民
運
動
及
び
反
軍
閥
、
反
外
国
運
動
に
積
極
的
に
参
加
し
た
。

湖
南

の
反
軍
閥
運
動
は
反
衰
駆
湯

・
駆
張

・
駆
趙
運
動
等
に
分
け
ら
れ
る
。
そ

の
う
ち
、
反
衰
駆
湯
は
政
治
性
運
動
と
し
て
、
中
華
革
命
党
の

　　
　

湖
南
人
士
と
護
国
軍
が
連
合
し
、
衰

・
湯
政
権

の
二
十

一
条
承
認
と
日
本
の
青
島
占
領
に
対
抗
し
て
起
こ
っ
た
運
動
で
あ
る
。
こ
の
運
動
は

一
九

一
六
年
七
月
湯
獅
銘
が
駆
逐
さ
れ
る
時
ま
で
継
続
さ
れ
、
湖
南
人
の
特
質
を
見
せ
る
運
動
で
あ
る
と
思
う
。

一
方
、
民
国
五
、
六
年
以
降
、
中
国
で
起
こ

っ
た
倫
理
革
命

・
文
学
革
命

・
婦
女
解
放
運
動
と
い
わ
れ
る
新
文
化
運
動
及
び
五

・
四
学
生
運
動

に
湖
南
民
衆
は
大
き
い
影
響
を
受
け
、
湖
南

の
反
軍
閥
勢
力
は
次
第
に
拡
大
し
た
。
そ
の
中
で
、
代
表
的
な
反
軍
閥
運
動
が
駆
張
運
動
で
あ
る
。

　
　
ソ

張
敬
発
の

「掠
奪
的
支
配
」
は
湖
南
民
衆

の
代
表
的
攻
撃
目
標
で
あ

っ
た
。

一
九
二
〇
年
張
敬
尭
の
駆
逐
に
成
功
し
た
湖
南
民
衆
は
、
列
強
と
軍

閥
の
支
配

に
よ
る
社
会
経
済
的
矛
盾
ま
で
も
除
去
し
よ
う
と
し
て
、
新
し

い
形
態

の
自
衛
方
法
を
模
索
し
始
め
た
。
こ
れ
は
省
自
治
運
動
と
農
民

の
組
織
化
と
な

っ
て
現
わ
れ
た
。
以
降

の
反
外
国
、
反
軍
閥
運
動
の
状
況
は
、
以
前
の
そ
れ
と
形
式
上
、
内
容
上
完
全
に
異
な
る
も
の
で
あ

っ
た
。

湖
南
で
北
洋
軍
閥
の
統
治
が
お
わ

っ
て
以
降
、
湖
南
の
督
軍
と
省
長
は
湖
南
出
身
が
掌
握
し
、
省
政
を
主
管
し
た
が
、
南
北
各
系
の
軍
閥
戦
争

は
さ
ら
に
深
刻
に
な
り
、
湖
南
農
民
に
対
す
る
掠
奪
支
配
は
次
第
に
深
化
し
た
。
そ
の
う
ち
、
趙
恒
楊
は
長
江
流
域
が
勢
力
圏
で
あ
る
英
国
と
北

洋
軍
閥
呉
侃
孚
と
結
び

つ
き
、
湖
南
農
民
に
対
す
る
弾
圧
が
以
前

の
北
洋
軍
閥
よ
り
苛
酷
す
る
に
至
り
、
湖
南
農
民
及
び
各
団
体
は
団
結
し
て
反

　　
　

抗
を
開
始

し
た
。

一
九
二
三
年
旅
順
、
大
連
回
収
運
動
、
長
江
六

・
一
惨
案
と

一
九
二
五
年
五

・
三
十
運
動
の
影
響
を
受
け
た
湖
南
民
衆

は
英

・
日
に
対
す
る
排

外
運
動
と

列
強
と
結
合
し
て
湖
南
民
衆
を
弾
圧
し
た
趙
恒
暢
に
対
す
る
駆
逐
運
動
が
起
こ

っ
た
。
こ
の
時
の
湖
南
民
衆
の
反
帝

・
反
軍
閥
運
動
は
、

　　
　

以
前
の
運

動
よ
り
組
織
性
と
意
識
性
が
強
か

っ
た
。
運
動
の
性
格
も
政
治
的
性
格
か
ら
経
済
的
性
格
に
転
向
し
て
い
た
。
即
ち
、
湖
南

の
農
民
運

「燭一



　の
　

動
は
こ
の
時

か
ら
組
織
的
な
農
民
運
動
を
展
開
し
始
め
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
運
動
に
参
加
し
た
湖
南
民
衆
は
大
部
分
農
民
で
あ

っ
た
。
そ
の
中
、

　
　
　

游
民

・
農
村
手
工
業
労
働
者
と
都
市
労
働
者
が
多
か

っ
た
が
、
か
れ
ら
の
元
の
身
分
は
す
べ
て
農
民
で
あ

っ
た
こ
と
で
あ

る
。

農
民
の
反
応
中

一
番
重
要
な
こ
と
は
農
民
が
自
身
の
組
織
化
を
進
行
し
始
め
た
こ
と
で
あ
る
。
湖
南
農
民
の
最
初
の
組
織
は
清
末
の
農
会
と
見

ら
れ
る
。
清
末
、
政
府
は
商
部
を
農
工
商
部
に
改
組
し
な
が
ら
、
各
省
に
農
会
を
組
織
す
る
組
織
通
則
を
規
定
し
た
。
故

に
、
民
国
三
年
に
至
る

　　
　

ま
で
全
省
に
は

一
四
の
農
会
が
設
立
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
農
会
は

一
種

の
農
報
を
発
行
す
る
等
の
活
動
も
し
た
が
、
実
際
に
通
則
に
規
定
さ
れ
た
活

動
は
ほ
と
ん
ど
な
か

っ
た
。
即
ち
、
当
時
の
農
会
は
地
主
階
層
が
中
心
と
な
る
組
織
で
あ

っ
た
、
軍
閥
政
府

の
附
庸
と
し
て
、
地
主
の
利
益
を
図

謀
す
る
た
め

の
組
織
で
あ
り
、
農
民
の
た
め
の
組
織
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
組
織
の
性
格
は
農
会
規
定
第
九
条
農
会
会
員
資
格
項
に
よ
く
現
わ
れ

て
い
る
。
即
ち
、
会
員
資
格
は
の
農
業
に
対
す
る
学
識
が
あ
る
者
、
口
農
業
経
験
が
あ
る
者
、
日
耕
地

・
牧
場

・
原
野
山
林
等
の
物
権
が
あ
る
者
、

　り
　

四
農
業
経
営
者
及
び
そ
の
副
業
者
等
で
あ

っ
た
。
当
時
の
こ
の
よ
う
な
資
格
を
具
備
し
た
者
は
す
べ
て
地
主
階
層
で
あ

っ
た
。
こ
れ
に

り
い
て
、

　
け
　

湖
南
農
民
は
軍
閥
と
地
主
の
圧
力
か
ら
自
身
の
保
護
の
た
め
、
民
団

・
農
民
自
衛
団

・
農
民
自
衛
軍
等
秘
密
結
社
性

の
団
体
を
組
織
し
た
。
こ
れ

ら
団
体
は
土
匪

・
秘
密
会
社
の
支
援
を
受
け
、
多
数
が
定
期
的
に
操
練
し
、
郷
村
防
衛
等
方
面
で
活
躍
し
た
。
こ
れ
ら
団
体
は
主
に
湘
中
各
県
で

散
在
し
て

い
た
、
特
に
平
江

・
澗
陽

・
長
沙
等
地
域
に
多
か
っ
た
。
し
か
し
全
省
的
に
普
遍
化
さ
れ
た
組
織
で
は
な
か

っ
た
。
こ
れ
ら
団
体

の
活

動
は
比
較
的
活
発
で
あ

っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
財
力

・
装
備

・
組
織

・
訓
練
等
の
不
足
の
た
め
に
軍
紳
の
連
合
政
権
に
対
す
る
抵
抗
は
で
き
な

ハ　
　

か
っ
た
。
故

に
民
初
の
湖
南
農
民
組
織
は
ま
だ
成
熟
し
た
状
態
で
は
な
か

っ
た
。
し
か
し
時
代
的
要
求
に
よ

っ
て
農
民
は
社
会
的
地
位
の
鼓
吹
の

た
め
、
農
民

の
組
織
と
指
導
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
感
じ
始
め
た
。
こ
の
よ
う
な
時
代
的
要
求
に
符
応
し
、
湖
南

で
組
織

さ
れ
た
最
初
の
組
織
で

　
い
　

あ
る
岳
北
農

工
会
が

一
九
二
一二
年
に
衡
山
県
岳
北
地
方
で
設
立
さ
れ
た
。

湯
獅
銘

・
傅
良
佐

・
張
敬
尭

・
趙
恒
楊
等
軍
閥
統
治
下
で
長
期
間
預
徴
田
賦

・
厘
葦
の
設
定
、
雑
税
の
増
加
等

に
よ
る
搾
取
を
受
け
、
さ
ら
に

土
豪
劣
紳

の
圧
迫
、
貧
官
汚
吏
の
腐
敗
行
政
、
洋
貨
の
侵
市
等
生
活

の
脅
威
を
受
け
る
状
況
下
で
、

一
九

一
〇
年
代
中
葉

以
後
湖
南
に
お
け
る
農

民
運
動
が
始

ま

っ
た
。
し
か
し
そ
の
活
動
は
政
軍
連
合
の
弾
圧
政
策
に
よ

っ
て
、
限
界
が
あ
り
、
組
織
力
も
弱
か

っ
た
。

一
九
二
二
年
工
人
運
動

が
活
発
に
な

っ
た
よ
う
に
、
農
民
も
か
れ
ら
の
解
放
を
要
求
し
始
め
た
。
ま
ず
、
安
源
、
水

口
山
付
近
の
農
民
が
蜂
起
し
、
協
会
を
組
織
し
、
減

　　
　

租
問
題
等

経
済
問
題
の
解
決
を
要
求
し
た
。
そ
の
具
体
的
組
織
が
岳
北
農
工
会
で
あ

っ
た
。
こ
の
時
か
ら
農
民
は
農
民
運
動
に
積
極
的
に
参
加
し

　
　
　

始
め
た
。
以
後
湘
潭

・
株
州
農
民
協
会
が

つ
づ

い
て
発
起
し
た
、
湖
南
農
民
運
動
の
基
礎
が
確
立
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
組
織

一即一



へ
り

　

的
活
動
も

軍
閥
、
地
主
階
層

の
高
圧
政
策
に
よ

っ
て
す
ぐ
解
散
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
当
時
の
湖
南
郷
紳
階
層
は
秘
密
組
織
で
あ
る
保
富

ハ
　
　

会

・
保
産
会

・
白
化
党
等
と
公
開
組
織
で
あ
る
区
董
連
合
会
、
郷
鎭
連
合
会
等
を
利
用
し
、
農
民
と
農
会
を
解
散
さ
せ
る
た
め
圧
迫
を
加
え
た
。

例
え
ば
、
長
沙
新
康
鎭
団
防
局
長
何
適
泉
は
農
民

一
千
人
を
殺
害
し
た
。
湘
潭
県
銀
田
鎭
団
防
局
長
湯
峻
岩
、
羅
叔
林
は
農
民
五
四
人
を
殺
害
し

　
り
　

た
。
し
か

し
な
が
ら
、
農
民
協
会
は
継
続
増
加
し
、

一
九
二
六
年
十

一
月
に
は
七
県
で
農
民
協
会
が
設
立
さ
れ
た
。
会
員
及
び
農
会
と
連
関
し
た

　
の
　

農
民
数
は
六
五
〇
万
人
に
達
し
た
。
こ
れ
は

一
戸
当
た
り

一
人
が
農
会
に
参
与
し
て
い
た
事
実
を
示
す
も
の
で
あ

っ
た
。
(
一
家
平
均
五
人
を
基

準
と
す
る
当
時
会
員
の
構
成
比
率
を
見
る
と
、
雇
農

一
五

・
四
%
、
佃
農
四
〇

・
一
%
、
半
自
耕
農

一
七

・
一
%
、
自
耕
農

=

・
四
%
、
手
工

ハ　
　

業
者
七

・
一
%
で
あ

っ
た
。
自
耕
農
以
外
の
貧
農
階
層

の
会
員
は
八
〇

・
二
%
も
あ

っ
た
。
当
時
貧
農
の
最
大
問
題
は
民
食
問
題
の
解
決
で
あ

っ

た
。
こ
れ

は
農
民
生
活
の
基
本
問
題
で
あ

っ
た
た
め
、
農
民
運
動
は
平
耀
を
主
張
し
な
が
ら
地
主
商
業
資
本
が
米
流
通
体

制
の
矛
盾
を
利
用
し
た

　　
　

掠
奪
行
為

に
反
撃
を
加
え
た
。
ま
た
農
民
は
貧
農
問
題
を
解
決
す
る
た
め
、
減
租
、
減
息
運
動
及
び
苛
酷
な
雑
税
の
廃
止
運
動
を
展
開
し
た
。
こ

れ
ら
経
済
方
面
の
農
民
運
動
は
農
民
運
動
が
新
段
階
に
差
し
掛
か

っ
た
こ
と
を
意
味
し
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
北
伐
以
前

の
湖
南
で
起
こ

っ
た
農
民
運
動
は
中
共
の
指
導
と
は
別
途
に
軍
政

・
郷
紳
地
主

・
商
業
資

本
等
の
掠
奪
体
制
下
で

台
頭
し
た
各
種
社
会
経
済
問
題
に
対
す
る
湖
南
農
民
の
自
然
発
生
的
運
動
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
湖
南
農
村
の
伝
統
的
社
会
経
済
構
造
と
封

建
的
階
級
思
想
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
農
会
が
設
立
さ
れ
、
女
子
会
員
が
出
現
し
、
活
動
を
始
め
た
こ
と
は
湖
南
農
村
社
会

の
改
革
を
表
示
す
る
も

　　
　

の
で
あ
り
、
国
民
革
命
軍
が
北
伐
を
展
開
す
る
時
に
北
伐
軍
と
農
民

の
連
合
戦
線
が
形
成
さ
れ
た
こ
と
も
湖
南
農
民
の
中
に
新
社
会

の
出
現
を
渇

望
す
る
者
が
出
現
し
た
事
実
を
証
明
す
る
も
の
で
あ
る
。

一酩一

お
わ
り
に

民
国
以
前
、
湖
南
農
村

の
社
会
経
済
的
状
況
は
充
分
な
発
展
可
能
性
を
持

っ
て
い
た
。
例
え
ば
湖
南
の
主
生
産
物
で
あ

る
米
の
場
合
、
そ
の
生

産
力
の
向

上
と
耕
地
の
拡
張
が
可
能
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
、
米
の
単
位
生
産
量

(清
末

・
平
均
毎
畝
生
産
量
は

一
・
五
石
に
も
及
ば
な

　ゆ
　

か

っ
た
。
し
か
し
、
単
位
生
産
量
は
上
田
の
場
合
、
毎
畝
五
乃
至
六
石
ま
で
引
き
上
げ
ら
れ
る
)
の
提
高
と
多
く

の
耕
地
を
開
墾
す
れ
ば

(清
代

　
　
　

の
耕
地
面
積
は
や
っ
と
全
省
面
積
の
二
七

・
五
%
を
占
め
た
)、
米
の
生
産
量
は
二
乃
至
三
倍
以
上
、
耕
地
面
積
も
二
乃
至
三
倍
以
上
増
加
す
る

　　
　

こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、
官
僚

・
郷
紳
地
主

・
商
業
資
本
、
外
国
帝
国
主
義
等
の
支
配
体
制
の
矛
盾
、
農
村
社
会
を
領
導
す
る
知
識
階
層
の
不



ゴ

足
、
伝
統
的
保
守
性
に
よ
る
門
戸
開
放

の
遅
延
等
の
要
因
の
た
め
に
湖
南
省
は
沿
海

・
沿
江

の
諸
省
よ
り
落
伍
し
た
。
故
に
清
末
湖
南
農
村
で
は

槍
米
騒
動

.
革
命
運
動
等
が
継
続
し
て
起
こ

っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
湖
南
農
村
の
社
会
経
済
矛
盾
は
武
昌
革
命

の
成
功
と
と
も
に

一
段
落

し
て
、
第

一
次
世
界
大
戦
勃
発
以
後
に
は
経
済
的
発
展
も
徐
々
に
進
行
し
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
は
、
各
種
磧
物
の
輸
出
増
加
と
民
族
工
業
の
成

長
等

に
見
ら
れ
る
。

し
か
し
、

一
九

一
三
年
末
以
後
、
北
洋
軍
閥
湯
繭
銘

の
軍
閥
式
統
治

の
始
始
と
と
も
に
、
湖
南
農
村
の
各
種
状
況
は
清
末
よ
り
悪
化
し
て
い
っ

た
。
南
北
各
派

の
軍
閥
は
軍
事
地
理
的
、
経
済
的
要
衝
地
で
あ
る
湖
南
を
掌
握
す
る
た
め
、
自
己
の
部
下
将
兵
を
派
遣
し
、

こ
こ
を
支
配
し
よ
う

と
し
た
。
湖
南
に
進
入
し
た
軍
閥
は
自
身
の
勢
力
基
礎
を
強
化
す
る
た
め
、
軍
費
の
確
保
、
私
兵
の
増
加
、
列
強
の
支
援
等

各
種
手
段
を
利
用
し

て
農
民
を
搾
取
し
た
。
軍
閥

の
統
治
形
態
は
出
身
別
の
結
合
、
地
方
勢
力
の
基
礎
、
社
会
各
階
層
と
の
結
合
等

の
要
因
に
従

っ
て
若
干
違
う
が
、

農
村
社
会
経
済
に
及
ぼ
す
影
響
は
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ

っ
た
。
特
に
、
地
方
官
吏
、
郷
紳
地
主
と
軍
閥
が
結
合
し
て
農
民
を
圧
迫
し
た
こ
と
は
、

こ
の
当
時
、
最
も
典
型
的
に
み
ら
れ
た
統
治
形
態
で
あ

っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
で
、
農
民
は
自
身

の
生
活
を
維
持
し
な
が
ら
軍
閥
の
要
求
に
応

じ
る
の
で
、
農
民
の
生
活
は
破
産
寸
前
に
至

っ
た
。
即
ち
、
農
民
は
軍
閥
と
地
主
の
苛
酷
な
要
求

(押
金

・
田
賦

の
増
加

、
各
種
雑
指

・
付
加

税

.
預
征

.
高
利
貸
等
)
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
農
民
は
次
第
に
土
地
を
喪
失
し
た
。
そ
の
土
地
は
軍
閥
と
地
主

の
所
有
に

転
化
し
た
。
故
に
、
土
地
集
中
現
象
が
台
頭
さ
れ
た
、
農
民
の
階
層
間
変
化
を
起
こ
し
農
村
の
社
会
経
済
的
矛
盾
は
漸
増
し
た
。

一
方
、
軍
閥

.
商
業
資
本

・
外
人
は
相
互
に
結
合
し
、
米
輸
出
を
誘
導
し
た
。
鴉
片
栽
培
面
積
を
拡
大
さ
せ
、
結
局
民
食

問
題
を
起
こ
し
た
。

湖
南
は
全
国

で
単
位
当
た
り
米
生
産
量
及
び
総
生
産
量
が
高

い
省
に
属
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
民
食
問
題
が
現
わ
れ
る
こ
と
は

一
種
の
異
常
現

象
で
あ

っ
た
。
さ
ら
に
、
天
災
及
び
戦
乱
時
に
、
軍
閥
政
府
は
救
済
政
策
を
忽
視
し
、
農
民
が
離
農
す
る
根
本
原
因
に
な

っ
た
。
離
農
後

の
出
路

は
た
だ
士
兵

・
盗
匪

・
都
市
労
働
者

の
み
と
な
り
、
時
代
的
悪
循
環
を
繰
り
返
し
さ
せ
た
。
そ
し
て
こ
れ
ら
離
農
者
は
大
部

分
二
〇
か
ら
四
〇
歳

ま
で
の
青
壮
年
階
層
で
あ

っ
た
。
農
村
に
残

っ
て
い
る
者
は
老
弱
者

・
児
童

・
婦
女
者
等
で
あ

っ
た

の
で
、
農
村

の
農
業
労
働
力
は
不
足
し
た
。

故
に
耕
地

の
荒
廃
率
は
ま
す
ま
す
高
く
な
り
、
農
民
の
平
均
所
有
耕
作
面
積
も
減
少
し
た
。
従

っ
て
農
業
生
産
が
減
少
し
、
農
村
の
購
買
力
も
減

少
し
、
湖
南

の
民
族
工
業
発
展
に
も
大
き
い
影
響
を
及
ぼ
し
た
。

こ
の
よ
う

に
軍
閥
の
長
期
間
統
治
は
湖
南
農
村

の
社
会
経
済
を
完
全
に
破
壊
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
当
時

の
知
識
階
層
で
あ

っ

た
学
生

.
教
員

・
革
命
分
子
等
が
反
外

・
反
軍
閥
運
動
を
領
導
し
た
の
で
、
農
民
も
そ
の
影
響
下
で
漸
次
覚
醒
さ
れ
、
自
分
自
身
が
自
衛
し
な
け

一囎一



れ
ば
な
ら
な

い
必
要
性
ま
で
感
じ
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

湖
南
農
民
が
現
実
問
題
に
対
す
る
初
期
の
行
動
は
槍
米
騒
動
等
経
済
的
な
反
応
で
あ

っ
た
。
し
か
し
そ
の
反
応
は
全
省

的
な
反
応
で
は
な
か

っ

　の
　

た
。
そ
の
時
ま
で
は
ま
だ
全
省
農
民
の

一
致
団
結
は
造
成
さ
れ
な
か

っ
た
。
全
体
的
反
応
は
反
外

・
反
軍
閥
等
政
治
的
運
動
の
中
で
現
わ
れ
始
め

た
。
し
か
し
、
反
外

・
反
軍
閥
運
動
の
結
果
、
農
民
の
経
済
的
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
。
故
に
時
代
的
要
求
と
と
も
に
、
農
民

は
自

己
の
保
護
と
生
活
問
題
を
解
決
す

る
た
め
、
自
分
自
身
の
組
織
を
始
め
る
こ
と
に
な

っ
た
。
初
期

の
組
織
形
態
は
地
方
性
の
小
規
模
な

「
団
」

の
形
式
で
あ

っ
た
が
、
経
費
不
足
と
地
主
階
層
の
圧
迫

の
た
め
、
す
ぐ
解
体
さ
れ
て
し
ま

っ
た
。
し
か
し
、
組
織
上
、
団
結
上
、
目
的
意

識
上
で
比
較
的
進
歩
し
た
工
人
階
層
の
労
工
運
動
の
影
響
を
受
け
た
農
民
は
、
早
速
に
農
会
を
組
織
し
始
め
た
。

以
上
に
説
明
し
た
よ
う
に
、
農
民
組
織
の
具
体
化
は
、
あ
る
種
の
単

一
要
因
に
よ
っ
て
起
こ
る
こ
と
で
は
な
く
、
貨
幣
濫
発

.
物
価
騰
貴

.
人

災

・
天
災

・
米
量
不
足

・
政
府
政
策
と
社
会
経
済
制
度
の
矛
盾
、
農
民

の
困
窮
等
す

べ
て
の
条
件
が
あ
わ
せ
て
発
生
し
た

こ
と
で
あ
る
。
従

っ
て
、

軍
閥
統
治
時
期
、
湖
南
の
農
民
運
動

(反
外

・
反
軍
閥

・
槍
米

・
農
民
組
織
の
実
行
等
)
を
研
究
す
る
時
、

い
く

つ
の
要

因
を
持

っ
て
研
究
す
る

態
度
は
正
確

な
研
究
態
度
で
は
な

い
と
考
え
ら
れ
る
。
か
な
ら
ず
、
当
時
湖
南
農
村

の
社
会
経
済
的
結
構
関
係
と
背
景
を

ま
ず
把
握
し
、
つ
い
で

当
時
に
出

現
し
た
諸
現
象
の
原
因
を
考
察
す
る
方
法
が
重
要
だ
と
思
う
。
そ
う
す
れ
ば
、
当
時
湖
南
農
村
状
況

の
悪
化
、

以
後
湖
南
農
民
が
北
伐

に
積
極
参
加

す
る
原
因
、
農
民
組
織
の
開
始
と
農
民
運
動
の
展
開
等
諸
現
象
の
真
正
な
原
因
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。
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八
六
。

(
2
)
R
a
m
o
n
 
M
y
e
r
s
,
 
T
h
e
 
P
e
a
s
a
n
t
 
E
c
o
n
o
m
y
,
 
A
g
r
i
c
u
l
t
u
a
l
 
D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
i
n
 
H
o
p
e
i
 
a
n
d
 
S
h
a
n
t
u
n
g
,
 
1
8
9
0
-
1
9
4
9
,
 
H
a
r
v
a
r
d
 
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
 
P
r
e
s
s
,
 
1
9
7
0
,
 
p
p
1
4



ー
b。
郵
任
哲
明
、
「中
国
農
村
経
済
的
根
本
問
題
」
、
新
中
華
、
期

一
巻
十
四
、

一
九
三
三
年
七
月
、
九
頁
。

(
3
)

湖
南

の
米
生
産
は
全

国
生
産
量
の
八
分

の

一
で
あ
り
、
毎
年
米
輸
出
は
四
百
万
石
に
な
る
。
直
筍
、
「
湖
南
農
民
革
命
的
追
述
」
、
布
爾
塞
維
克
、
巻
十
二
期
十

四
、

一
九

二
八
年

一
月
。
梁
楊
庭
、
「
近
百
年
我
国
食
米
之
概
況
」
、
東
方
雑
誌
、
巻
二
十
期

二
十
、

一
九
二
三
年
、

=
二
五
頁
。

(
4
)

張
朋
園
、
中
国
現
代
化
的
区
域
研
究

-
湖
南
省

(
一
八
六
〇
ー

一
九

一
六
)
、
中
央
研
究
院
近
代
史
研
究
所
専
刊

(
四
十
六
)
、
台

北
、
民
国
七
二
年
、
四
〇
二
頁

の

表
五
⊥

ニ
ー
十
中
国
沿
海
沿
江
各
省
都
市
人
口
参
照
。

(
5
J
o
h
n
 
L
o
s
s
i
n
g
 
B
u
c
k
,
 
"
C
h
i
n
e
s
e
 
F
a
r
m
 
E
c
o
n
o
m
y
,
 
A
 
S
t
u
d
y
 
o
f
 
2
8
6
6
 
F
a
r
m
s
 
i
n
 
S
e
v
e
n
t
e
e
n
 
L
o
c
a
l
i
t
i
e
s
 
a
n
d
 
S
e
v
e
n
 
P
r
o
x
i
n
c
e
s
 
i
n
 
C
h
i
n
a
,
"
 
T
h
e
 
U
n
i
v
,
 
o
f
 
 
 
 
N
a
n
k
i
n
g
 
a
n
d
 
t
h
e
 
C
o
u
n
c
i
l
 
o
f
 
t
h
e
 
I
n
s
t
i
t
u
t
e
 
o
f
 
P
a
c
i
f
i
c
 
R
e
l
a
t
i
o
n
s
,
 
P
u
b
,
 
b
y
 
t
h
e
 
U
n
i
v
,
 
o
f
 
C
h
i
c
a
g
o
 
P
r
e
s
s
,
 
1
9
3
0
.

(
6
)

同
註
(
4
)

(
7
)

竺
可
禎
、
「
論
江
断
雨
省
人
口
密
度
」
、
東
方
雑
誌
、
第

二
三
巻

一
期
、
九
三
頁
。

(
8
)

天
野
元
之
助
、
支
那
農
業
経
済
論
(
上
)、
東
京

・
技
報
堂

・
一
九

五
二
年

、

一
〇
八
頁
。

(
9
)

長
沙
大
公
報
、

一
九

一
七
年

四
月
十
日
。

(
10
)

湖
南
省
誌
編
纂
委
員
会
編
、
湖
南
省
誌
、
第

一
巻

、
湖
南
近
百
年
大
事
記
述
、
長
沙

・
湖
南
人
民
出
版
社
、

一
九

八
〇
年
修
訂
版
、
三
八
七
～
三
八
九
頁

の
湖
南
省

各
県
土
地
面
積
、
人

口
賦
課
統
計
表
よ
り
作
成
。

(
11
)

モ
ル
テ
マ
ー

・
オ
ー

ソ
リ
グ
ン

・

「湖
南
省
探
険
旅
行
記
」
、
白
岩
龍
平
校
閲
、
安
井
正
太
郎
編
、

『湖
南
』
、
博
文
舘
、
明
治
三
八
年
八
月
、
六
六
七
頁
。

(
12
)

井
貫
軍
二
、
「北
伐
時
期

の
湖
南
省

に
お
け
る
農
民
運
動
ー
中
国
人
民
の
基
盤
に
対
す

る

一
考
察
」
、
歴
史
教
育
九

-
二
、

一
九
六

一
年

二
月
、
八
六
頁
。

(
13
)

張
心

一
、
中
国
農
業
概
況
佑
計
、
上
海
、
民
国
二

一
年

一
二
月
、
八

一
頁
。

(
14
)

陳
仲
明
、
「湘
中
農
民
状
況
調
査
」
、
東
方
雑
誌
、
第
二
四
巻
十
六
号
、
八

一
頁
。

(15
)

陳
志
譲
、
軍
紳
政
権
-
近
代
中
国
の
軍
閥
時
期
、
台
北
、
谷
風
出
版
社
、

一
九
八
六
年
、
八
六
頁
。

(
16
)

喬
啓
明
、
「中
国
農
村
人

口
之
研
究
」
、
東
方
雑
誌
、
第
二
五
巻
二

一
期
、

一
九
二
八
年
十

一
月
、
十
七
頁
。

(
17
)

同
註
(
4
)、
十
七
頁
。

(
18
)

同
前
。

(
19
)

実
業
部
中
国
経
済
年
鑑
編
纂
委
員
会
編
、
中
国
経
済
年
鑑
続
編

(
一
九
三
四
年

)、
上
海
、
商
務
印
書
館
、

E
二
⊥

二
頁
。

(
20
)

同
前

(
21
)

同
註
(
12
)八
六
頁
。

(
22
)
B
a
r
r
i
n
g
t
o
n
 
M
o
o
r
e
 
J
r
.
,
 
S
o
c
i
a
l
 
O
r
i
n
g
i
n
s
 
o
f
 
D
i
c
t
a
t
o
r
s
h
i
p
 
a
n
d
 
D
e
m
o
c
r
a
c
y
,
 
B
o
s
t
o
n
,
 
1
9
6
8
.
 
p
 
1
9
5



(
23

)

張

鏡

子
、

「
中

国

農

民
経

済

的

困
難

和

補
救

」
、

東

方

雑
誌

、

第

二

六
巻

十

九

号

、
頁

十

三
。

(
24
)

陳

正

謀

、

「各

省

農

工
雇

傭

習

慣
之

調

査

研
究

」
、

中

山
文

化

教

育
館

季

刊

、

第

一
巻

二
期

、
七

五

九

頁

と
表

三

四

。

(
25
)

同

註

(
24

)
七
六

六

頁

。

(
26
)

同
註

(
19

)
G

二
六

頁

。

(
27
)

守

常

、

「
土

地
与

農

民
」
、

王

仲

鳴

編
、

『中

国
農

村

問

題

与
農

民

運

動
』
、

上

海

、

一
九

二

九

、

二
三

三

頁

。

(
28
)

王
雲

五
編

、
中

国

土

地

問
題

、

上

海
、

一
九

三

五
、

八

一
頁

。

(
29

)

同
註

(
27
)
八

一
頁

。

(
30

)

中

国
実

業

誌

、
巻

一
八

、

湖
南

省

1

、

二

～
八

頁

。

(
31

)
D
w
i
g
h
t
 
P
e
r
k
i
n
s
,
 
r
A
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l
 
D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
i
n
 
 
C
h
i
n
a
]
 
1
3
6
8
-
1
9
6
8
.
 
p
.
2
3
6

(
32

)

長

野
郎

、

支

那
農

業

運

動

、
東

京

、

出
版

者

、

地

未
詳

、

一
九

三

三
年

、

=

八

～

一
二

〇
頁

。

(
33

)

中

国

経

済

年

鑑

続

編

、

一
九

三

五
、

第

七

章

、

租

田
制

度

、

G

四
十

頁

。

古

楳

、

中

国

農

村

経

済

問

題

、

上

海
、

中

華

書

局
、

一
九

三
〇

、

十

頁

。
T
h
e
 
C
o
m
-

m
u
n
i
s
t
 
I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
"
 
V
o
l
.
 
3
.
 
N
o
.
6
 
D
e
c
.
3
0
,
 
1
9
2
6
.
 
p
.
3
6
6
.

(
34

)

同

註

(
23

)、

十

二
頁

。

(
35
)

東

京

商

工
会

議

所

調
査

部

、

支

那
経

済

年

報
、

昭

和

十

一
年

、

八

二
頁

。

(
36
)

東

亜

同

文
会

調

査

編
纂

部

、

中

国
年

鑑

(
民

国

六
年

)
、
台

北

、

天

一
出

版

社
影

印

、

民

国

六

四
年

、

五

七

三
頁

。

(
37

)

古

楳

編

著

、
中

国

農

村
経

済

問

題

、
上

海

、

中
華

書

局

、

一
九

三

〇
年

、

三

五

頁

。

(
38

)

同
註

(
10
)
、

一
九

五

九
年

出

版

、

四

二
七

頁

。

(
39

)

同
註

(
23
)
、

一
二
頁

。

(
40

)

呉
承

禧

、

「
中

国
各

地

的
農

民

借

貸
」
、

『中

国

農
村

経

済

論

文
集

』
、

一
六
七

～

一
六
九

頁

。

(
41

)

同

註

(
10

)、

一
九

五
九

年
出

版

、

三

八

〇
～

三

八

二
頁

。

(
42

)

梁

楊
庭

、

「
近

百
年

我

国
食

米

之

概

況
」
、

東

方

雑
誌

、
第

二

〇
巻

二
〇

号

、

一
三

四

～

一
三
五

頁

。

(
43

)

古

厩

忠
夫

、

「
中

国

に
お

け

る
初

期

労

働
者

運

動

の
性
格

-
五

、

四
運

動

期

の
湖

南

省

を
中

心

に

」
、

(
下

)、

歴

史
評

論

、

二

七

六
、

一
九
七

三

年

五

月
、

二
六

頁

。

(
44

)

李

如

漢
、

「
湖

南

財
庁

報

告

巳
減

軽

田
賦

附
加

」
、

地

政
月

刊

、

第

二
巻

一
期

、
南

京

、

地
政

学

院

、

一
九

三

六

年
、

台

北

、
成

文

図

書

公

司
影

印

、

一
九

七

七

、

七

八
頁

。

(45

)

同

註

(
10

)、

一
九

八

〇
年

修

訂
版

、

三

八

六
頁

。



(
46

)

(
47

)

(
48
)

(
49
)

(
50
)

(
51

)

(
52

)

(
53

)

(
54

)

(55

)

(
56
)

(
57
)

(
58
)

(
59

)

(
60

)

(
61

)

(
62

)

(
63

)

(
64
)

(
65
)

(
66
)

(
67
)

(
68
)

(
69
)

(
70

)

智

導

周

報

、
第

一
八

一
期

、

一
九

二

八
年

一
月

六

日
刊

、

一
九

〇

二
ー

一
九

〇
六

頁
。

同
註

(
8
)
(
中

)、

八

頁

。

木
村

増

太

郎

、

「支

那

経
済

恐

慌

論
」
、

田
辺

勝

正

、

『支

那

の
農

業

経

済
』
、

日
本

評
論

社

、

昭

和
十

七

年

十

}
月

、

十

三
頁

。

郡

栃

、

「
中

国

田
賦

附

加
税

の
種

類
」
、
東

方

雑

誌
、

第

三

〇
巻

第

十

四
期

、

一
九

三

四
年

八

月

、

三

一
二

。

同
註

(
4
)
二

一
二

頁

。

章

有
義

、

中

国
近

代

農

業

史
資

料

、

第

二

冊
、

北
京

、
三

聯

書
店

、

一
九

五
七

年

、

五

七
七

頁

。

同

前

、

二

二

一
頁

。

湖

南

歴
史

資

料

編

輯
委

員

会

、
湖

南

歴

史
資

料

、

一
九

八
〇

、
第

一
輯

、

長

沙
、

湖

南

人

民
出

版

社

、

一
四
八

頁

。

「
湖

南

通
信

」
、

支

那
、

第

六

巻
第

六

号

、

一
九

一
五

年
。

同

註

(
70

)
、

一
九

五
九

年

版

、

五

八
〇

頁

。

「中

国

工

商
業

失

敗

的

原
因

及

補
救

方

法

」
、

上
海

総

商
会

月
報

、

第

三
巻

第

六

号

、
三

八

〇

ー

三

八

一
頁

。

同
前

、

三

八

一
～
三

八

二
頁

。

同
前

、

三

八

二

～
三

八

三
頁

。

民
国

田
興

奎
等

修

、

呉
恭

享

等

纂

、
慈

利

県

志

、
事

紀

巻

十

二
、

民

国
十

二
年

鉛
印

本

、

民

国

六

四
年

、
台

北
、

成

文
出

版

社

影

印

、
十

五
頁

。

同
註

(
56
)
、

三

八

一
～

三

八

二
頁

。

支

那

、
第

十

巻
第

十

号

、

一
九

一
九

、

七

一
頁

。

同

註

(
43

)、

七

一
頁

。

同

前

、

二

四
～

二

五
頁

。

同

註

(
61

)
、

六
九

頁

。

同

註

(
59

)、

一
五

頁

。

同

註

(
10

)
、

一
九

八

〇
年

修

訂

版
、

四
二

五

～

四

二
七

頁
。

同
前

、

四

二

〇
頁

。

同
前

。

同
前

、

三

八

五
頁

。

東
京

朝

日
新

聞
、

一
九

}
九

年

一
月

二
七

日
。

東

亜
同

文
会

編
、

支

那

、
第

十

}
巻
第

二
号

、

一
九

二
〇

年

、
七

五
頁

。
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(
71

)

(
72

)

(
73

)

(
74

)

(
75

)

(
76

)

(
77

)

(
78

)

(
79

)

(
80

)

(
81

)

(
82

)

(
83

)

(
84

)

(
85

)

(
86

)

(
87

)

(
88

)

(
89

)

(
90

)

(
91

)

(
92

)

(
93

)

(
94

)

(
95

)

同

註

(
10

)、

一
九

五
九

年

版

、

四

二
五

頁
。

同

前

、

四

二
五

頁
。

陶

菊

隠
、

北

洋

軍
閥

統

治

時
期

史

話

、
第

四
冊

、

北
京

、

三

腓
書

店

、

一
九

五
七

年

、

一
七
三

頁

。

同

註

(
42

)、

一
三

五
頁

。

呉

侃
孚

、

呉

侃

孚
先

生

集

、
出

版

地

、
出

版

者

未

詳

、

一
九

六

〇
年

、

三

六

六

～
三

六

九
頁

。

同

註

(
51

)、

六

三

三
頁

。

陳

明
遠

、

「
廃

除
苛

指

雑

税

問

題
」
、

東
方

雑

誌

、

第

三

一
巻

第

十

四
期

、

民
国

二
三
年

七

月
十

六

日
、

九

六

五

六
頁

。

同

註

(
73

)、

第

五
冊

、

一

=

二
頁

。

「
防
穀

令

の
撤

廃
」

(下

)
、
支

那

、

第

九
巻

第

十

七
号

、

大

正

七
年

九

月

、

三

～

四
頁

。

嶋

本
信

子

、

「
五

四
運

動

の
継

承

形

態

-
湖

南

の
駆
張

運

動

を

中
心

に
」
、

歴
史

学

研

究

、

三
五

五

、

一
九

六

九
年

十

二
月

、

二

三
頁

。

東

亜

同
文

会

支

那
省

別

全
誌

刊

行

会

、
支

那

省

別

全
誌

、

第

十
巻

、

湖

南
省

、

東

京

、

国
際

出

版

社
、

昭

和

十
九

年

八

月

、

五

二
〇

～

五

二
五

頁

。

柏

田
忠

一
、

「支

那

米

輸

出
解

禁

問

題

の
将

来

」

下

、
東

亜

経
済

研

究

所

編
、

東

亜

経
済

研

究

、

大

正
九

年

、

一
八

二
頁

。

郡
乗

文

、

「
米
貴

之

根

本

原

因
及

根

本
救

済

的

方

法
」
、

東

方

雑
誌

、

第

十

七
巻

第

十

七
号

、

一
九

二

〇
年

八

月

、

一
二
七

頁
。

同

註

(
82

)、

一
八

四
頁

。

「
湖
南

省

に

於

け

る
米

生

産
額

及

び

価
格

」
、

外

務
省

通

商

局

編

、
通

商

公
報

、

第

五

七

七
号

、

大

正
七

年

十

二

月
、

八

=

一頁

。

「
湖
南

米

輸

出

規
定

」
、

支
那

、

第

十

一
巻

第

一
号

、
大

正

九
年

一
月

、

彙
報

、

八
三

頁

。

日
本

及

支

那

、
第

四
号

、
東

京

、

大

正
七

年

七

月

、

一
七

頁

。

同
註

(
80

)二

三
頁

。

同
註

(
51
)
、

六

ゴ
一二
頁

。

同
註

(
53
)
、

一
九

五

九
年

第

二
期

、

二

四
ー

三

一
頁
。

「
湖
南

米

の
近

況
」
、

支

那
、

第

十

巻
第

三
号

、

一
九

一
九

年

。

同
註

(
37
)
、

五
頁

。

同
註

(
81
)
、

湖
北

省

、

五

四

五
頁

。

W
.
H
,
M
a
l
l
o
r
y
,
C
h
i
n
a
,
L
o
n
d
o
n
 
o
f
 
F
a
m
i
n
e
,
N
.
Y
.
1
9
2
6
,
p
p
.
9
-
1
0
p

記
者
、
「
農
民
問
題
与
中
國
的
將
來
」
、
東
方
雑
誌
、
第
二
四
巻
第
十
六
期
、
三
六
頁
。
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(
96

)

湖

南

の
農
家

生

活

費
中

、

食

費

は
約

六

五

%

、
中

国

北
部

は
六

二

%

、
中

部

地
区

は

五
三

・
八
%

を

占

め
た

。

同

註

(
12

)、

八

七
頁

。

(
97
)

同
註

(
53
)
、

一
九

五

九
年

、

第

二
期

、

八

七

頁
。

(
98

)

同
前

。

(
99
)

同
註

(
51
)
、

四

八
七

頁

。

(
oo1
)

同
註

(
14
)
、

八

一
頁

。

(
101

)

楊

疏
麟

、

「
新

湖
南

」
、

張
柵

、

王

忍
之

編

、

辛
亥

革

命

前

十
年

間

時

論
送

集

、

第

一
巻

下

冊

、

北
京

、

三

餅
書

店

、

一
九

六

〇
。

(
1

)

梁
啓

超

、

戊
戌

政

変

記

、

「湖

南

事

情
」

を

参
考

。

(
301

)

湖
南

の
各

種
事

件

に
対

す

る
参

考

論
書

。

中

村
義

、
辛

亥

革
命

史

研

究

。

(
401

)

同
註

(
10
)
、

一
九

五
九

年

出
版

、

三

三

六
、

三

三

九
、

三

四

〇
頁

。

(
051

)

同

註

(
43

)(
上

)
、

二

五
ー

二

六
頁

。

(
061

)

同

註

(
10

)、

一
九

五
九

年

出
版

、

四

九
九

～

五
〇

〇
頁

。

(
701

)

参

考

、
成

田
保

広

、

「湖

南

農

民
運

動

に

お
け

る
門
争

型

態

と

指
導

に

つ

い
て

1
岳

北

農

工
会

設

立

か

ら
馬

日
事

変

ま

で
l
」
、
名

古

屋

大
学

東

洋

史

研
究

報

告

、

五
、

一
九

七

八
年

。

(
081
)

同

註

(
43

)、

一
四

頁
。

(
091
)

同

註

(
12

)、

八
五

頁

。

(
011

)

況
湘

等

編

、
第

一
次

中

国
年

鑑

、
商

務

印

書

館

、

一
九

二

四
年

、

一
一
八

五
～

=

八
七

。

(
m
)

同
註

(
53
)
、

一
九

八

〇
、

第

一
輯

、

三
五

～

三

七
頁

。

(
211

)

同
前

、

一
二

二
頁

。

(
311

)

同
前

。

(
411

)

同

註

(
10

)、

一
九

五
九

年

版

、

四
八

四
頁

。

(
511

)

同
前

、

四
八

四
頁

。

(
611

)

同

前

、

四
八

四

ー

四
八

六

頁

。

(
711

)

同

前

、

四
九

四

～

四
九

五

頁

。

(
811

)

同

註

(
m

)、

七

九

頁
。

(
911

)

同

註

(
12

)、

八

四

頁
。
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(
021
)

同

註

(
10

)
、

一
九

五

九
年

版

、

五

一
九

頁

。

(
121
)

同

前

、

五

二

〇
～

五

二

二
頁

。

こ

こ

で
作
成

。

(
221
)

同

註

(
獅

)、

五
三

頁
。

(
321

)

同

前

、

八
六

頁

。
湖

南

農

民

運
動

の
性

格

に
対

し

て

は

、
村

松

祐
次

、

「
初

期

の
中

国

共

産
党

と

農

民
」
、
近

衛

霞

山
公

五
十
年

祭

記

念

論
集

、

ア
ジ

ア
過
去

と

現

在

、

一
九

五

五
年

。

(
421

)

同

註

(
4

)、

四

二

二
頁

。

(
伽

)

同
前

。

(
621

)

明

初

か
ら

清

朝
乾

隆

の
間

、
耕

地

面

積

は

五
〇

〇

%

が
増

加

し

た
、

民

国

初
年

墾

地

面
積

指

数

は

五
九

・
二

%

で
あ

っ
た

。
劉

大

鉤

、

「
中
国

農

村

統
計

」
、

中

国
農

村

経
済

問

題

、

三

六
頁

。

(
721

)

槍
米

騒
動

の
主

要

地

区

は
洞

庭

湖

沿

岸
、

湘

江

、

況

江

、

濃
水

流

域
等

土

地

利

用

度

及

び
生

産

性

が

比

較

的
高

い
平

野

地

区

で
あ

っ
た

。

清

水
稔

、
「
長

沙

米

騒
動

と

民
衆

-
辛

亥
革

命

前

夜

の
湖

南

に

お

け

る
民

衆

運
動

の

一
典
型

と

し

て
」
、
名

古

屋

大
学

東

洋

史

研
究

報

告

一
、

一
九

七

二
年

、

三

九
頁

。

一
561「


